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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

(1）連結経営指標等 

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、第59期中、第61期中及び第59期は、新株予約権

付社債を発行しておりますが、１株当たり中間（当期）純損失であるため、記載しておりません。 

回次 

単位 

第59期中 第60期中 第61期中 第59期 第60期 

会計期間 

自 平成16年 
４月１日 

至 平成16年 
９月30日 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成17年 
９月30日 

自 平成18年 
４月１日 

至 平成18年 
９月30日 

自 平成16年 
４月１日 

至 平成17年 
３月31日 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成18年 
３月31日 

売上高 百万円 8,063 11,884 6,486 20,546 27,630 

経常利益（△経常損失） 百万円 100 112 △2,234 520 722 

中間（当期）純利益（△

純損失） 
百万円 △6,208 103 △12,687 △5,470 145 

純資産額 百万円 23,029 25,468 21,378 23,760 32,163 

総資産額 百万円 33,440 35,854 49,905 32,986 42,994 

１株当たり純資産額 円 203.09 200.86 108.19 209.54 187.07 

１株当たり中間（当期）

純利益（△純損失） 
円 △57.01 0.89 △67.97 △48.59 1.10 

潜在株式調整後１株当た

り中間（当期）純利益 
円 － 0.84 － － 0.95 

自己資本比率 ％ 68.9 71.0 42.8 72.0 74.8 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
百万円 △1,639 1,053 △20,117 △3,635 △1,857 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
百万円 △1,088 △2,649 △1,091 △928 △5,279 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
百万円 3,902 3,847 18,106 2,362 10,673 

現金及び現金同等物の中

間期末（期末）残高 
百万円 4,256 3,132 1,313 880 4,416 

従業員数 人 89 80 99 87 94 



(2）提出会社の経営指標等 

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．滞在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、第59期中、第61期中及び第59期は、新株予約権

付社債を発行しておりますが、１株当たり中間（当期）純損失であるため、記載しておりません。 

回次 

単位 

第59期中 第60期中 第61期中 第59期 第60期 

会計期間 

自平成16年 
４月１日 
至平成16年 
９月30日 

自平成17年 
４月１日 
至平成17年 
９月30日 

自平成18年 
４月１日 
至平成18年 
９月30日 

自平成16年 
４月１日 
至平成17年 
３月31日 

自平成17年 
４月１日 
至平成18年 
３月31日 

売上高 百万円 8,064 8,727 6,335 20,351 24,161 

経常利益（△経常損失） 百万円 183 171 △1,783 693 1,226 

中間（当期）純利益（△

純損失） 
百万円 △6,330 302 △11,035 △5,526 790 

資本金 

（発行済株式総数） 

百万円 

株 

16,043 

(114,309,172) 

17,068 

(127,725,467) 

21,693 

(198,581,144) 

16,043 

(114,309,172) 

20,393 

(172,887,222) 

純資産額 百万円 22,832 25,536 23,544 23,628 32,676 

総資産額 百万円 32,800 35,610 51,922 30,260 43,208 

１株当たり純資産額 円 201.35 201.39 119.14 208.38 190.06 

１株当たり中間(当期)純

利益(△純損失) 
円 △58.13 2.62 △59.12 △49.08 5.98 

潜在株式調整後 

１株当たり中間（当期）

純利益 

円 － 2.47 － － 5.16 

１株当たり配当額 円 － － － 4.00 4.00 

自己資本比率 ％ 69.6 71.7 45.3 78.1 75.6 

従業員数 人 66 54 66 65 59 



２【事業の内容】 

 当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更

はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。 

３【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

４【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

 （注）１．従業員は就業人員（嘱託、パートを含む。）であります。 

２．全社(共通)として記載している従業員数は、特定のセグメントに区分ができない管理部門に所属しておりま

す。 

(2) 提出会社の状況 

 （注）１．従業員は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含むほか、嘱託・常用パー

トを含む）であります。 

２．従業員数が前期末に比べ７名増加しましたのは、営業の拡大によるものであります。 

(3) 労働組合の状況 

当社グループには現在、労働組合は結成されておりません。 

 平成18年９月30日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人） 

不動産事業 30 

環境事業 43 

液晶事業 10 

全社(共通) 16 

合計 99 

 平成18年９月30日現在

従業員数（人） 66 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油価格の動向等の懸念材料があったものの、好調な企業収益のも

と、堅調な設備投資および雇用環境の改善等とともに、個人消費も順調に拡大推移し、回復基調を維持しておりまし

た。 

このような環境の下、当社は中核をなす不動産事業を積極的に推進すべく、証券市場より調達した資金を活用し、

主に「不動産流動化事業」の一段の強化および「マンション事業」の新規拡大に向けて、優良物件の購入を活発に進

めてまいりました。 

とくに「不動産流動化事業」につきましては、当社のノウハウを駆使したバリューアップを図ることで、資産価値

を高め投資家および事業会社へ売却するなど効率的な投資リターンを実現すべく、東京都心部を中心に開発型商業施

設用地の取得を積極的に行いました。 

また「不動産ファンド」につきましては、当初計画通り第５号、第６号ファンドを組成いたしました。今後さらな

るフィービジネスの基盤強化を図るべく、レジデンシャルファンドの組成も強化してまいります。 

さらに第60期よりスタートした「マンション事業」では、第61期以降の業績面へ収益寄与を果たすべく２棟のマン

ション建設に着工いたしました。東京および地方の大都市を中心にさらに用地取得を進めてまいります。 

「宅地・戸建分譲事業」は地域密着型事業として関西地域で積極的に展開してまいりました。 

こうした諸施策推進の結果、不動産取得物件の売却が下半期にずれこんだものの、通期見通しでは、不動産事業全

体はほぼ計画通りに推移しております。 

環境事業につきましては、特殊緑化分野において軽量薄層緑化システムの販売を推進し、壁面緑化分野では、植生

された断熱発泡タイル「ＧＩＦ－Ｔ」の販売に注力してまいりました。 

また、「温室効果ガス排出量関連分野」におきましては、平成17年度に「環境省・自主参加型排出量取引制度」に

採択された目標保有参加者31社と、当社を含む取引保有参加者８社の合計39社の間における取引活動に注力してまい

りました。国内排出量取引に必要な自主参加型国内排出量取引登録簿の開設を完了いたしました。また、京都議定書

において規定された各種の排出量取引に必要な国別登録簿の開設も完了いたしました。 

液晶事業につきましては、平成17年８月１日より当社100％子会社「株式会社ヒューネット・ディスプレイテクノ

ロジー」として分社後、ＦＳ技術を使用した大規模公共表示盤が成田国際空港のフライトインフォメーションボード

として設置され稼動を開始したのを契機に、他の空港や鉄道などの公共表示盤装置メーカーを中心に、積極的な営業

を展開してまいりました。その結果、下半期の納期として公共表示盤向け大型案件の受注に成功しました。また、海

外の大規模公共表示盤装置メーカーへの営業を開始しました。 

一方、当社グループの所有する各種特許のライセンスビジネスにつきましては、大型液晶テレビメーカーなどへの

アプローチを進めております。しかしながら、前期より引き続き契約交渉中であった通常実施権販売の大型案件が成

約に至らなかったため、売上高は当初計画を大幅に下回る結果となりました。 

当社は、明年２月の創立60周年を控え、事業構造改革の早期実行を進めております。その一環として、液晶事業の

開発状況、今後の事業発展性、外部環境等を総合的に勘案した結果、当社本体に残存する液晶関係資産（売掛債権、

未収入金）のうち、相対的にライセンス契約残存期間が少なく、当社開発進捗の遅れから、ライセンス期間内での量

産および販売による相手先からの回収可能性が低いと判断される当該資産につきましては、貸倒引当金の積み増しお

よび償却（5,209百万円）を特別損失として計上いたしました。また、株式会社ヒューネット・ディスプレイテクノ

ロジーにおきましても同様に、合計1,071百万円を特別損失として計上いたしました。 

不動産、環境事業につきましても、資産の健全性確保の観点から、共同事業、工事代金等に関する滞留債権等につ

き一括して特別損失（3,593百万円）を計上いたしました。 

以上の通り、連結ベースにおいて合計9,874百万円、単独ベースにおいて合計8,726百万円の特別損失を計上するこ

とにより今後の収益基盤の確立を図りました。 



以上の結果、当中間連結会計期間の業績は、売上高6,486百万円（前年同期比45.4％減）となり、経常損失は2,234

百万円（前年同期112百万円の経常利益）、当中間純損失につきましては、12,687百万円（前年同期103百万円の中間

純利益）となりました。 

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

不動産事業 

当事業は、不動産流動化事業の一環としての収益物件売買および土地・戸建住宅販売により、売上高は6,292百万

円（前年同期比42.1％減）となり、624百万円の営業損失（前年同期504百万円の営業利益）となりました。 

環境事業 

当事業は、公共施設、ホテル、商業施設、オフィスビル等に薄層緑化システムおよび壁面緑化システムの「ＧＩＦ

－Ｔ」の販売を強化してまいりましたが、売上高は161百万円（前年同期比83.5％減）、451百万円の営業損失（前年

同期345百万円の営業利益）となりました。 

液晶事業 

当事業は、セイコーインスツル社との共同開発を進める一方、ＴＮ文字表示盤の販売等に注力してまいりました結

果、成田国際空港のフライトインフォメーションボードとして納入いたしましたが、通常実施権販売の大型案件が契

約にいたらなかったため、売上高は32百万円（前年同期比21.4％減）、314百万円の営業損失（前年同期400百万円の

営業損失）となりました。 

(2) キャッシュ・フロー 

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前中間連結会計期間

末に比べ1,818百万円減少し、当中間連結会計期間末には、1,313百万円となりました。 

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果使用した資金は20,117百万円（前年同期比21,171百万円支出増）となりました。これは主に、売上

債権の減少、貸倒引当金の増加など資金の増加要因もあったものの、税金等調整前中間純損失を計上したこと、販売

用不動産等の棚卸資産が増加したこと等によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は1,091百万円（同58.8％支出減）となりました。これは主に投資有価証券の取得に

よる支出等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果得られた資金は18,106百万円（同370.6％収入増）となりました。これは主に短期借入金の純増

加、社債の発行による収入等によるものであります。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 受注実績 

(2) 販売実績 

 （注）１．当社グループでは液晶事業は受注生産を行っておりません。 

２．当社グループでは生産実績を定義することが困難であるため「生産の状況」は記載しておりません。 

３．セグメント間の取引については相殺消去しております。 

４．前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実

績に対する割合は次のとおりであります。 

５．上記の金額は、消費税等を除いて表示しております。 

事業の種類別セグメントの名称 
当中間連結会計期間 
（自平成18年４月１日 
至平成18年９月30日） 

前年同期比（％） 

不動産事業（百万円） 4 132.4 

環境事業（百万円） 130 92.0 

液晶事業（百万円） － － 

合計（百万円） 134 93.0 

事業の種類別セグメントの名称 
当中間連結会計期間 
（自平成18年４月１日 
至平成18年９月30日） 

前年同期比（％） 

不動産事業（百万円） 6,292 57.9 

環境事業（百万円） 161 16.5 

液晶事業（百万円） 32 78.6 

合計（百万円） 6,486 54.6 

相手先 

前中間連結会計期間 
（自平成17年４月１日 
至平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自平成18年４月１日 
至平成18年９月30日） 

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％） 

㈱セント・グランデ 1,999 16.8 － － 

㈲ケイダブリュー・フ

ィフス 
1,826 15.4 － － 

㈲マーブルス・インベ

ストメント 
1,683 14.2 － － 

秋元 竜弥 1,488 12.5 － － 

伊藤忠商事㈱ 1,199 10.1 － － 

㈲アッシュ・グロース

Ⅰ 
－ － 4,325 66.7 

三井不動産販売㈱ － － 660 10.2 



３【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更はありません。 

４【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。 

５【研究開発活動】 

当社グループは次世代産業の取組みとして、フィールド・シーケンシャル方式によるカラーフィルターレス液晶表

示装置の研究開発を進めております。 

（主な研究開発） 

液晶事業におけるカラーフィルターを使用しないカラー液晶表示装置の開発。 

３色バックライトと当社技術による高速駆動回路との組み合わせにより、カラーフィルターを必要としないフィー

ルド・シーケンシャル方式のカラー液晶表示装置の実用化に成功し、視認性に優れた大型公共表示装置を実現してお

ります。今後も駆動技術ならびにバックライト技術の研究開発を進めてまいります。 

（研究開発費） 

当中間連結会計期間の研究開発費の総額は０百万円となっております。 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

 当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

 当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はあ

りません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

 （注）「提出日現在発行数」欄には、平成18年12月１日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行

されたものは含まれておりません。 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 691,000,000 

計 691,000,000 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成18年９月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成18年12月28日） 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 198,581,144 203,938,286 ジャスダック証券取引所 － 

計 198,581,144 203,938,286 － － 



(2）【新株予約権等の状況】 

 新株予約権に関する事項は、次のとおりであります。 

2009年12月11日満期ユーロ円建無担保転換社債型新株予約権付社債（平成17年12月14日発行） 

 
中間会計期間末現在 
（平成18年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年11月30日） 

新株予約権付社債の残高（百万円） 450 － 

新株予約権の数（個） 45 － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 － 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

（注）２  
5,172,413 － 

新株予約権の行使時の払込金額（円／株） 

（注）３ 
87 － 

新株予約権の行使期間 
自 平成17年12月15日 

至 平成21年12月10日 
－ 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

（注）３ 

発行価格       87 

資本組入額        

 転換価格に0.5を乗じ

た金額とし、計算の結

果1円未満の端数が生

じる場合はその端数を

切上げた額とする。 

－ 

新株予約権の行使の条件 

当社が本社債を繰上償還す

る場合または当社が本社債

につき期限の利益を喪失し

た場合には、償還日または

期限の利益の喪失日以後本

新株予約権を行使すること

はできない。当社が本新株

予約権付社債の社債権者の

請求により本社債を繰上償

還する場合には、本新株予

約権付社債券が償還請求受

付場所に提出された時以

降、本新株予約権を行使す

ることはできない。また、

各本新株予約権の一部行使

はできない。 

－ 

新株予約権の譲渡に関する事項 

商法第３４１条ノ２第４項

の定めにより本社債と本新

株予約権のうち一方のみを

譲渡することはできない。 

－ 

代用払込みに関する事項 

商法第３４１条ノ３第１項

第７号及び第８号により、

本新株予約権を行使したと

きは本社債の全額の償還に

代えて当該本新株予約権の

行使に際して払込をなすべ

き額の全額の払込とする旨

の請求があったものとみな

し、かつ当該請求に基づく

払込があったものとする。 

－ 



（注）１．新株予約権はこの半期報告書提出日の前月末現在全て権利行使を完了しております。 

（注）２．本新株予約権の行使請求により当社が当社普通株式を新たに発行またはこれに代えて当社の有する当社普通

株式を移転（以下当社普通株式の発行または移転を「交付」という。）する数は、行使請求に係る本社債の発

行価額の総額を下記記載の転換価額（ただし、（注）３．の修正または調整がなされた場合は修正後または調

整後の転換価額）で除した数とする。  

 ただし、行使により生じる１株未満の端数はこれを切り捨て、現金による調整は行わない。 

（注）３．(1) 本新株予約権１個の行使に際して払込をなすべき額は、本社債の発行価額と同額とする。 

(2) 本新株予約権の行使に際して払込をなすべき１株あたりの額（以下「転換価額」という。）は、当初

168円とする。 

本新株予約権付社債の発行後、毎月の最終取引日（以下「決定日」という。）の翌取引日以降、転換

価額は、決定日まで（当日を含む。）の３連続取引日（ただし、「売買高加重平均価格（ＶＷＡＰ）」

のない日は除く。以下「時価算定期間」という。）の株式会社ジャスダック証券取引所（当社普通株式

が他の証券取引所に上場された場合には、当社普通株式の普通取引の出来高および値付率等を考慮して

計算代理人が最も適切と判断する取引所とする。以下同じ。）における当社普通株式の普通取引の各取

引日の売買高加重平均価格（ＶＷＡＰ）の平均値の90％に相当する金額（１円未満を切り捨てる。以下

「修正後転換価額」という。）に修正される。なお、時価算定期間内に、本項第（9）号で定める転換

価額の調整が生じた場合には、修正後転換価額は、本新株予約権付社債の発行要項に従い計算代理人が

適当と判断する値に調整される。ただし、かかる算出の結果、修正後転換価額が当初転換価額の50％に

相当する金額（以下「下限転換価額」という。ただし、本新株予約権付社債の要項所定の調整を受け

る。）を下回る場合には、修正後転換価額は下限転換価額とする。 

(3) 転換価額の調整 

転換価額は、当社が本新株予約権付社債の発行後、当社普通株式の時価を下回る発行価額又は処分価

額をもって当社普通株式を新たに発行または当社の有する当社普通株式を処分する場合（但し、当社普

通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権

（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の転換または行使による場合を除く。）には、次に定め

る算式により調整される。尚、次の算式において、「既発行済株式数」は当社の発行済普通株式総数

（但し、当社が保有する当社普通株式数を除く。）をいう。 

また、転換価額は、当社普通株式の分割・併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって普通株式

に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権もしくは

新株予約権付社債を発行する場合等にも適宜調整される。 

    

既発行株式数＋

  

 新発行・処分株式数×１株あたりの発行・処分価額 

調整後転換価額＝調整前転換価額× 
時   価  

既発行株式数＋新発行・処分株式数   



2009年９月30日満期ユーロ円建無担保転換社債型新株予約権付社債（平成18年９月19日発行）  

 
中間会計期間末現在 
（平成18年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年11月30日） 

新株予約権付社債の残高（百万円） 5,000 5,000 

新株予約権の数（個） 200 200 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株）     

（注）１  
54,347,826 65,789,473 

新株予約権の行使時の払込金額（円／株）   

（注）２ 
92 76 

新株予約権の行使期間 
自 平成18年９月20日 

至 平成21年９月29日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

（注）２ 

発行価格        92 

資本組入額 

 転換価格に0.5を乗じ

た金額とし、計算の結

果1円未満の端数が生

じる場合はその端数を

切上げた額とする。 

発行価格      76 

資本組入額 

同左 

新株予約権の行使の条件 

当社が本社債を繰上償還する

場合または当社が本社債につ

き期限の利益を喪失した場合

には、それぞれ償還日または

期限の利益の喪失に基づき本

社債が償還された日以後本新

株予約権を行使することはで

きない。当社が本新株予約権

付社債の社債権者の請求によ

り本社債を繰上償還する場合

には、本新株予約権付社債券

が償還金支払場所に提出され

た時以降、本新株予約権を行

使することはできない。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

会社法第２５４条第２項及

び第３項の定めにより本社

債と本新株予約権のうち一

方のみを譲渡することはで

きない。 

同左 

代用払込みに関する事項 

各本新株予約権の行使に際

して出資される財産は、当

該本新株予約権付社債の本

社債とする。その場合の会

社法第２３６条第１項第３

号に定める額（以下「出資

財産額」という。）は行使

請求にかかる本社債の未償

還元本総額とする。本新株

予約権の行使により、当該

本新株予約権付社債の本社

債は直ちに期限が到来する

ものとし、当該行使によっ

て消滅する。 

 同左 



（注）１．本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を新たに発行またはこれに代えて当社の有する当社普通株式

を移転（以下当社普通株式の発行または移転を「交付」という。）する数は、行使請求に係る本社債の未償還

元本総額を下記記載の転換価額で除して得られる最大整数とする。  

 この場合に１株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。 

（注）２．(1) 本新株予約権の行使に際して当社普通株式１株あたりの出資財産額（以下「転換価額」という。）は、

当初92円とする。 

本社債発行後、2006年10月26日以降、毎月最終取引日（以下「転換価額修正日」という。）までの３

連続取引日（ただし、当社普通株式の売買高加重平均価格が報告されない日を除く。以下当該連続取引

日を「時価算定期間」という。）の、ジャスダック証券取引所における毎日の当社普通株式の売買高加

重平均価格の平均値（以下「基準修正額」という。）が、当初転換価格と同額または当初転換価格以上

の場合、転換価額は基準修正額の90％に相当する金額（円位未満は切り上げる。）に修正され、基準修

正額が当初転換価額未満である場合、転換価額は基準修正額の92％に相当する金額（円位未満は切り上

げる。）に修正され（以下これにより修正された転換価額を「修正転換価額」という。）、当該修正転

換価額は、当該転換価額修正日の翌取引日以降適用される。時価算定期間内に、下記（2）で定める転

換価額の調整事由が生じた場合には、修正転換価額は計算代理人が適当と判断する値に調整される。た

だし、かかる算出の結果、修正転換価額が当初転換価額の50％（円位未満は切り上げる。ただし、下記

（2）による調整を受ける。以下「下限転換価額」という。）を下回る場合には下限転換価額をもって

修正転換価額とする。 

(2) 転換価額の調整 

当社は本新株予約権付社債の発行後、以下のアからカに掲げる各事由により当社の発行済普通株式数

に変更を生じると計算代理人が判断した場合又は計算代理人により変更を生ずる可能性があると判断さ

れた場合は、次に定める算式（以下「転換価額調整式」という。）により、転換価額を調整する。 

ア 時価を下回る払込金額（金銭以外の財産を出資の目的とする場合、会社法第１９９条第１項第２

号の定める当該財産の価額。）をもって当社普通株式を発行または当社の有する当社普通株式を処

分する場合（ただし、株式分割、当社普通株式の交付と引換えに当社に取得される証券（権利）も

しくは当社に取得させることができる証券（権利）または当社行使による場合を除く。） 

イ 株式分割により普通株式を発行する場合 

ウ 時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付と引換えに当社に取得される証券（権利）もしく

は当社に取得させることができる証券（権利）または当社普通株式の交付を当社に請求できる新株

予約権の交付と引換えに当社に取得される証券（権利）もしくは当社に取得させることができる証

券（権利）、または当社普通株式の交付を当社に請求できる新株予約権を発行する場合 

エ 株式の併合、資本の減少、会社法第７６２条に定められた新設分割、会社法第７５７条に定めら

れた吸収分割、または合併（当社が消滅会社となる合併及び会社分割を除く。）のために転換価額

の調整を必要とする場合 

オ その他当社の発行済普通株式数の変更または変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の

調整を必要とする場合 

カ 転換価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の

算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要がある場合 

    

既発行株式数＋

  

 新発行・処分株式数×１株あたりの払込金額 

調整後転換価額＝調整前転換価額× 
時   価  

既発行株式数＋新発行・処分株式数   



(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

（注）１．新株予約権の行使による増加であります。  

２．平成18年６月29日第60回定時株主総会における資本準備金減少決議による減少であります。 

３．平成18年10月１日から平成18年11月30日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が

5,357,142株、資本金及び資本準備金がそれぞれ225百万円増加しております。 

(4）【大株主の状況】 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（百万円） 

資本金残高
（百万円） 

資本準備金増
減額 
（百万円） 

資本準備金残
高 
（百万円） 

平成18年４月１日～ 

平成18年８月31日 

（注）１ 

25,119,210 198,006,432 1,275 21,668 1,275 9,664 

平成18年８月31日  

（注）２ 
－ 198,006,432 － 21,668 △3,200 6,464 

平成18年９月14日 

（注）１ 
574,712 198,581,144 25 21,693 25 6,489 

  平成18年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式
数 

（千株） 

発行済株式総
数に対する所
有株式数の割
合（％） 

日本証券金融株式会社 
東京都中央区日本橋茅場町１丁目２－

10 
9,072 4.57 

豊田合成株式会社 
愛知県西春日井郡春日町大字落合字長

畑１ 
3,486 1.76 

メロンバンクエービーエヌアムログロ

ーバルカストディエヌブイ 

（常任代理人 香港上海銀行東京支店） 

ONE BOSTON PLACE BOSTON, MA 02108 

  

（東京都中央区日本橋３丁目１－１） 

2,300 1.16 

バークレイズバンクピーエルシーバー

クレイズキャピタルセキュリティーズ

エスビーエル／ピービーアカウント 

（常任代理人 スタンダードチャーター

ド銀行） 

1 CHURCHILL PLACE, LONDON E14 5HP, 

UNITED KINGDOM 

  

（東京都千代田区永田町２丁目11－１

山王パークタワー21階） 

1,868 0.94 

大和証券株式会社 東京都千代田区大手町２丁目６－４ 1,491 0.75 

神森祥周 広島県福山市 1,281 0.65 

ビー・エヌ・ピー・パリバ・セキュリ

ティーズ（ジャパン）リミテッド 

東京都千代田区大手町１丁目７－２ 

東京サンケイビル 
1,278 0.64 

中島和信 東京都渋谷区 1,216 0.61 

松井証券株式会社（業務口） 東京都千代田区麹町１丁目４ 1,197 0.60 

マネックス証券株式会社自己 東京都千代田区丸の内１丁目11－１ 1,002 0.50 

計 － 24,191 12.18 



(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が354千株（議決権の数354個）含まれて

おります。 

②【自己株式等】 

 （注）上記のほか、株主名簿上は当社名義となっておりますが実質的に所有していない株式が1,000株（議決権の数1

個）あります。なお、当該株式数は、①「発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」に含まれておりま

す。 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注）最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。 

退任役員 

  平成18年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式   965,000 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 197,594,000 197,594 － 

単元未満株式 普通株式   22,144 － － 

発行済株式総数 198,581,144 － － 

総株主の議決権 － 197,594 － 

  平成18年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合 

（％） 

株式会社ヒューネット 
東京都北区王子 

２丁目20番７号 
965,000 － 965,000 0.49 

計 － 965,000 － 965,000 0.49 

月別 平成18年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 142 134 116 112 104 100 

最低（円） 121 106 88 89 91 87 

役名 職名 氏名 退任年月日 

常務取締役 － 尾崎 豊 平成18年11月24日 



第５【経理の状況】 

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令第

24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則に

基づき、当中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規則に

基づいて作成しております。 

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。

以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作

成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日ま

で）及び当中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の中間連結財務諸表並びに前中間会計期

間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）及び当中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日ま

で）の中間財務諸表について、アスカ監査法人による中間監査を受けております。 



１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

  
前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 

 要約連結貸借対照表 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金 ※２  3,246   1,453   4,474  

２．受取手形及び売掛
金 

※４  5,293   1,981   5,266  

３．不動産事業未収入
金   1,166   169   2,520  

４．たな卸資産 ※２  6,918   28,712   9,276  

５．前渡金   2,033   －   2,033  

６．繰延税金資産   435   414   471  

７．その他   2,731   2,362   2,799  

  貸倒引当金   △57   △601   △147  

流動資産合計   21,768 60.7  34,492 69.1  26,695 62.1 

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※1,2  306   530   299  

２．無形固定資産      1,220     

(1) 専用実施権  1,347      1,151   

(2) 連結調整勘定  77      70   

(3) その他  243 1,668     226 1,448  

３．投資その他の資産           

(1) 投資有価証券  ※２ 3,345   5,873   5,008   

(2) 長期売掛金  4,036   4,140   4,000   

(3) 長期未収入金  2,766   1,622   2,966   

(4) 繰延税金資産  1,147   553   1,068   

(5) 差入保証金  589   －   －   

(6) その他   770   2,978   2,289   

  貸倒引当金  △996 11,659  △1,856 13,311  △1,233 14,099  

固定資産合計   13,634 38.0  15,062 30.2  15,848 36.9 

Ⅲ 繰延資産   451 1.3  350 0.7  450 1.0 

資産合計   35,854 100.0  49,905 100.0  42,994 100.0 

           
 



  
前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 

 要約連結貸借対照表 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．支払手形及び 
買掛金   41   105   16  

２．工事未払金   44   45   40  

３．短期借入金 ※２  2,573   16,241   2,953  

４．１年以内返済予定
長期借入金 

※２  1,023   783   836  

５．未払法人税等   36   42   59  

６．賞与引当金   3   3   3  

７．その他   803   777   723  

流動負債合計   4,527 12.6  17,999 36.1  4,633 10.8 

Ⅱ 固定負債           

１．社債 ※２  3,700   6,428   4,100  

２．長期借入金 ※２  2,075   2,559   1,951  

３．退職給付引当金   41   31   31  

４．その他   39   1,507   113  

固定負債合計   5,856 16.3  10,526 21.1  6,196 14.4 

負債合計   10,384 29.0  28,526 57.2  10,829 25.2 

           

（少数株主持分）           

少数株主持分   0 0.0  － －  1 0.0 

           

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   17,068 47.6  － －  20,393 47.4 

Ⅱ 資本剰余金   8,741 24.4  － －  12,066 28.1 

Ⅲ 利益剰余金   234 0.7  － －  277 0.6 

Ⅳ その他有価証券評価
差額金   17 0.1  － －  24 0.1 

Ⅴ 自己株式   △594 △1.7  － －  △599 △1.4 

資本合計   25,468 71.0  － －  32,163 74.8 

負債、少数株主持分
及び資本合計   35,854 100.0  － －  42,994 100.0 

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

１．資本金   － －  21,693 43.5  － －

２．資本剰余金   － －  13,366 26.8  － －

３．利益剰余金    － －  △13,097 △26.2  － －

４．自己株式   － －  △600 △1.2  － －

株主資本合計   － －  21,361 42.8  － － 

Ⅱ 評価・換算差額等           

１．その他有価証券評
価差額金   － －  17 0.0  － －

評価・換算差額等合
計   － －  17 0.0  － － 

純資産合計   － －  21,378 42.8  － － 

負債純資産合計   － －  49,905 100.0  － － 

           



②【中間連結損益計算書】 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高    11,884 100.0  6,486 100.0  27,630 100.0 

Ⅱ 売上原価   9,574 80.6  5,982 92.2  22,327 80.8 

売上総利益   2,310 19.4  504 7.8  5,302 19.2 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※１  2,005 16.9  2,296 35.4  4,207 15.2 

営業利益(△損失)   304 2.6  △1,791 △27.6  1,095 4.0 

Ⅳ 営業外収益           

１．受取利息及び配当
金  6   8   14   

２．投資有価証券売却
益  －   －   8   

３．匿名組合出資利益  31   172   308   

４．デリバティブ評価
益   79   －   77   

５．その他  23 140 1.2 63 244 3.8 35 444 1.6 

Ⅴ 営業外費用           

１．支払利息  138   394   349   

２．社債発行費償却  128   119   312   

３．その他  65 332 2.8 172 687 10.6 156 818 3.0 

経常利益(△損失)   112 0.9  △2,234 △34.4  722 2.6 

Ⅵ 特別利益           

１．子会社株式売却益  3 3 0.0 － － － 3 3 0.0

Ⅶ 特別損失            

１．固定資産売却損 ※２ 5   －   5   

２．固定資産除却損 ※３ 0   0   0   

３．前期損益修正損  －   6   －   

４．たな卸資産評価損  －   563   －   

５．債権償却損  30   7,155   317   

６．貸倒引当金繰入  －   2,082   232   

７．投資有価証券評価
損  －   55   －   

８．減損損失 ※４ － 36 0.3 10 9,874 152.2 － 555 2.0 

税金等調整前中間
（当期）純利益
（△純損失） 

  79 0.7  △12,108 
△

186.7  170 0.6 

法人税、住民税及
び事業税  37   3   46   

法人税等調整額  △35 2 0.0 576 580 △8.9 3 50 0.2 

少数株主利益 
（△損失）   △25 △0.2  △1 △0.0  △25 △0.1 

中間（当期）純利
益（△純損失）   103 0.9  △12,687 

△
195.6  145 0.5 

           



③【中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書】 

中間連結剰余金計算書 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度の 

連結剰余金計算書 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 

番号 
金額（百万円） 金額（百万円） 

（資本剰余金の部）      

Ⅰ 資本剰余金期首残高   12,982  12,982 

Ⅱ 資本剰余金増加高      

１．新株予約権の行使に伴う

新株の発行 
  1,025 1,025 4,350 4,350 

Ⅲ 資本剰余金減少高      

１．配当金  453  453  

２．その他資本剰余金取崩額  4,811 5,265 4,811 5,265 

Ⅳ 資本剰余金中間期末 

（期末）残高 
  8,741  12,066 

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ 利益剰余金期首残高   △4,680  △4,680 

Ⅱ 利益剰余金増加高      

１．その他資本剰余金取崩額  4,811  4,811  

２．中間（当期）純利益  103 4,915 145 4,957 

Ⅲ 利益剰余金中間期末 

（期末）残高 
  234  277 

      



中間連結株主資本等変動計算書 

 当中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

  株主資本 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日 残高    

（百万円） 
20,393 12,066 277 △599 32,138 

中間連結会計期間中の変動額           

新株の発行 1,300 1,300     2,600 

剰余金の配当     △687   △687 

中間純利益     △12,687   △12,687 

自己株式の取得       △1 △1 

株主資本以外の項目の中間連結会

計期間中の変動額（純額） 
          

中間連結会計期間中の変動額合計   

 （百万円) 
1,300 1,300 △13,375 △1 △10,776 

平成18年９月30日 残高      

（百万円） 
21,693 13,366 △13,097 △600 21,361 

 評価・換算差額等 

少数株主 

持分 
純資産合計 

 
その他 

有価証券 

評価差額金 

評価・換算差額

等合計 

平成18年３月31日 残高       

（百万円） 
24 24 1 32,164 

中間連結会計期間中の変動額         

新株の発行       2,600 

剰余金の配当       △687 

中間純利益       △12,687 

自己株式の取得       △1 

株主資本以外の項目の中間連結会計

期間中の変動額（純額） 
△7 △7 △1 △9 

中間連結会計期間中の変動額合計 

                    （百万円) 
△7 △7 △1 △10,785 

平成18年９月30日 残高 

（百万円） 
17 17 － 21,378 



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度の要約連結キ

ャッシュ・フロー計算書 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 

番号 
金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ

ュ・フロー 
    

税金等調整前中間（当

期）純利益 

（△純損失） 
 79 △12,108 170 

減価償却費  12 16 26 

減損損失  － 10 － 

連結調整勘定償却額  6 － 12 

のれん償却額  － 6 － 

無形固定資産の償却額  233 222 457 

繰延資産の償却額  130 127 325 

賞与引当金の増加額 

（△減少額） 
 － 0 △0 

貸倒引当金の増加額 

（△減少額） 
 52 1,077 378 

退職給付引当金の増加額

（△減少額） 
 1 0 △8 

受取利息及び受取配当金  △6 △8 △14 

支払利息  138 394 349 

投資有価証券評価損  － 79 － 

投資有価証券評価益  △8 － △8 

投資有価証券売却益  － － △5 

子会社株式売却益   △3 － △3 

有形固定資産除却損  0 0 0 

売上債権の減少額  

（△増加額） 
 612 6,172 △901 

たな卸資産の減少額 

（△増加額） 
 △451 △19,759 △2,809 

仕入債務の増加額  

（△減少額） 
 △38 △7 △66 

その他  436 4,072 601 

小計  1,196 △19,704 △1,496 

 



  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度の要約連結キ

ャッシュ・フロー計算書 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 

番号 
金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

利息及び配当金の受取額  0 1 △6 

利息の支払額  △136 △358 △350 

法人税等の支払額  △5 △56 △4 

営業活動によるキャッシ

ュ・フロー 
 1,053 △20,117 △1,857 

Ⅱ 投資活動によるキャッシ

ュ・フロー 
    

定期預金の預入れによる

支出 
 △100 △112 △83 

定期預金の払戻しによる

収入 
 55 16 57 

有形固定資産の取得によ

る支出 
 △20 △45 △26 

無形固定資産の取得によ

る支出 
 △4 0 △15 

投資有価証券の取得によ

る支出 
 △2,283 △1,197 △4,603 

投資有価証券の売却によ

る収入 
 － － 42 

投資有価証券の払戻しに

よる収入  
 － 309 666 

連結範囲の変更を伴う子

会社株式の売却 
 131 － 131 

貸付けによる支出  △478 △127 △1,153 

貸付金の回収による収入  229 34 863 

その他  △177 32 △1,157 

投資活動によるキャッシ

ュ・フロー 
 △2,649 △1,091 △5,279 

 



  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度の要約連結キ

ャッシュ・フロー計算書 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 

番号 
金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシ

ュ・フロー 
    

短期借入金の純増加額

（△減少額） 
 △803 13,335 △423 

長期借入れによる収入  1,618 2,080 1,868 

長期借入金の返済による

支出 
 △1,102 △1,523 △1,754 

社債の発行による収入  4,582 4,972 12,189 

社債の償還による支出   － △72 △750 

自己株式の取得による支

出 
 △1 △1 △6 

配当金の支払額  △446 △683 △449 

財務活動によるキャッシ

ュ・フロー 
 3,847 18,106 10,673 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減

額 
 2,251 △3,103 3,535 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首

残高 
 880 4,416 880 

Ⅵ 現金及び現金同等物の 

中間期末（期末）残高 
 3,132 1,313 4,416 

     



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1)連結子会社の数  ２社 (1)連結子会社の数  ２社 (1)連結子会社の数  ２社 

   連結子会社の名称 

  ㈱ドコー 

    ㈱ヒューネット・ディスプレ

イテクノロジー  

 上記のうち、㈱ヒューネット・

ディスプレイテクノロジーについ

ては、当中間連結会計期間に会社

分割により分社化したため、連結

の範囲に含めております。 な

お、前連結会計年度において連結

子会社でありましたルーシッド・

インベストメント㈱(旧ヒューネ

ット・アセットマネジメント㈱)

は、当社が保有する全株式の売却

により、連結の範囲から除外して

いますが、当中間連結会計期間の

損益計算書については連結してお

ります。 

(2)非連結子会社の名称等 

  ＨＰマネジメント㈱ 

  

 (連結の範囲から除いた理由) 

 非連結子会社であるＨＰマネジ

メント㈱は、当中間連結会計期間

において新たに設立致しました

が、総資産、売上高、中間純損益

(持分に見合う額)及び利益剰余金

(持分に見合う額)等は、いずれも

連結財務諸表に重要な影響を及ぼ

していないためであります。 

  連結子会社の名称 

  ㈱ドコー 

    ㈱ヒューネット・ディスプレ

イテクノロジー  

(2)非連結子会社の名称等 

  ＨＰマネジメント㈱ 

  ㈱ヒューネット不動産投資顧問

 (連結の範囲から除いた理由) 

 非連結子会社は、いずれも小規

模であり、合計の総資産、売上

高、中間純損益(持分に見合う額)

及び利益剰余金(持分に見合う額)

等は、いずれも中間連結財務諸表

に重要な影響を及ぼしていないた

めであります。 

  連結子会社の名称 

  ㈱ドコー 

  ㈱ヒューネット・ディスプレ

イテクノロジー  

 上記のうち、㈱ヒューネット・

ディスプレイテクノロジーについ

ては、当連結会計期間に会社分割

により分社化したため、連結の範

囲に含めております。 なお、前連

結会計年度において連結子会社で

ありましたルーシッド・インベス

トメント㈱(旧ヒューネット・アセ

ットマネジメント㈱)は、当社が保

有する全株式の売却により、連結

の範囲から除外していますが、当

中間連結会計期間の損益計算書に

ついては連結しております。 

(2)非連結子会社の名称等 

  ＨＰマネジメント㈱ 

  

 (連結の範囲から除いた理由) 

 非連結子会社であるＨＰマネジ

メント㈱は、当連結会計期間にお

いて新たに設立致しましたが、総

資産、売上高、当期純損益(持分に

見合う額)及び利益剰余金(持分に

見合う額)等は、いずれも連結財務

諸表に重要な影響を及ぼしていな

いためであります。 

２.持分法の適用に関する事項  持分法を適用していない非連結

子会社(ＨＰマネジメント㈱)は、

中間純損益及び利益剰余金等に及

ぼす影響が軽微であり、かつ、全

体としても重要性がないため持分

法の適用範囲から除外しておりま

す。 

 持分法を適用していない非連結

子会社(ＨＰマネジメント㈱、㈱

ヒューネット不動産投資顧問)

は、中間純損益(持分に見合う額)

及び利益剰余金(持分に見合う額)

等に及ぼす影響が軽微であり、か

つ、全体としても重要性がないた

め持分法の適用範囲から除外して

おります。 

 持分法を適用していない非連結

子会社(ＨＰマネジメント㈱)は、

当期純損益及び利益剰余金等に及

ぼす影響が軽微であり、かつ、全

体としても重要性がないため持分

法の適用範囲から除外しておりま

す。 

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項 

 連結子会社㈱ドコー及び㈱ヒュ

ーネット・ディスプレイテクノロ

ジーの中間期の末日は、中間連結

決算日と一致しております。 

同左  連結子会社㈱ドコー及び㈱ヒュ

ーネット・ディスプレイテクノロ

ジーの事業年度の末日は、連結決

算日と一致しております。 

 



 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

４．会計処理基準に関する事

項 

   

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

イ たな卸資産 

主として個別法による原価法

イ たな卸資産 

同左 

イ たな卸資産 

同左 

 ロ 有価証券 

  その他有価証券 

時価のあるもの 

中間連結決算日の市場

価格等に基づく時価法 

（評価差額は部分資本直

入法により処理し、売却

原価は移動平均法により

算定） 

ロ 有価証券 

  その他有価証券 

時価のあるもの 

中間連結決算日の市場

価格等に基づく時価法 

（評価差額は部分純資産

直入法により処理し、売

却原価は移動平均法によ

り算定） 

ロ 有価証券 

  その他有価証券 

   時価のあるもの 

 期末日の市場価格等に

基づく時価法 

（評価差額は部分資本直入

法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定） 

    時価のないもの 

    移動平均法による原価法 

ただし、匿名組合出資金

は個別法によっており、詳

細は「(5)ロ匿名組合出資

金の会計処理」に記載して

おります。 

   時価のないもの 

    移動平均法による原価法 

ただし、匿名組合出資金

等は個別法によっており、

詳細は「(5)ロ匿名組合出

資金等の会計処理」に記載

しております。 

   時価のないもの 

同左 

  

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

イ 有形固定資産 

   定率法を採用しておりま

す。なお、主な耐用年数は

以下のとおりであります。 

    建 物   14～38年 

    その他    2～20年 

イ 有形固定資産 

同左 

イ 有形固定資産 

同左 

 ロ 無形固定資産 

   定額法を採用しておりま

す。なお、自社利用のソフ

トウェアについて、社内に

おける利用可能期間(５年)

による定額法を採用してお

ります。 

ロ 無形固定資産 

同左 

ロ 無形固定資産 

同左 

(3) 重要な引当金の計上基

準 

イ 貸倒引当金 

   債権の貸倒による損失に

備えるため、一般債権につ

いては、貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等の特定

の債権については個別に回

収可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上しておりま

す。 

イ 貸倒引当金 

同左 

イ 貸倒引当金 

同左 

 ロ 賞与引当金 

   従業員の賞与支給に備え

るため、将来の支給見込額

のうち当中間連結会計期間

の負担相当額を計上してお

ります。 

ロ 賞与引当金 

同左 

ロ 賞与引当金 

従業員の賞与支給に備え

るため、将来の支給見込額

のうち当連結会計年度の負

担相当額を計上しておりま

す。 

 ハ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度末

における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づ

き、当中間連結会計期間末

において発生していると認

められる額を計上しており

ます。 

ハ 退職給付引当金 

同左 

ハ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度末

における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき

計上しております。 

 



 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(4) 重要なリース取引の処

理方法 

 リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によ

っております。 

同左 同左 

(5) その他中間連結財務諸

表（連結財務諸表）作

成のための基本となる

重要な事項 

イ 消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計

処理は税抜方式によっておりま

す。 

イ 消費税等の会計処理 

同左 

イ 消費税等の会計処理 

同左 

  ロ 匿名組合出資金の会計処理  

匿名組合へ出資を行うに

際して、匿名組合財産の持

分相当額を投資その他の資

産の「投資有価証券」とし

て計上しております。 

匿名組合への出資時に

「投資有価証券」を計上

し、匿名組合が獲得した純

損益の持分相当額について

は、「営業外損益」に計上

するとともに同額を「投資

有価証券」に加減し、営業

者からの出資金の払い戻し

については、「投資有価証

券」を減額させておりま

す。 

ロ 匿名組合出資金等の会計処理

匿名組合及び投資事業有

限責任組合へ出資を行うに

際して、組合財産の持分相

当額を投資その他の資産の

「投資有価証券」として計

上しております。 

匿名組合及び投資事業有

限責任組合への出資時に

「投資有価証券」を計上

し、組合が獲得した純損益

の持分相当額については、

「営業外損益」に計上する

とともに同額を「投資有価

証券」に加減し、営業者か

らの出資金の払い戻しにつ

いては、「投資有価証券」

を減額させております。 

ロ 匿名組合出資金等の会計処理

同左 

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能

な預金及び容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動について

僅少なリスクしか負わない取得

日から３ヶ月以内に償還期限の

到来する短期投資からなってお

ります。 

同左 同左 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

表示方法の変更 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準） 

当中間連結会計期間より、「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準」（企業

会計基準第５号 平成17年12月９日）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指

針第８号 平成17年12月９日）を適用してお

ります。 

これまでの資本の部の合計に相当する金額

は21,378百万円であります。  

なお、当中間連結会計期間における中間連

結貸借対照表の純資産の部については、中間

連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後の中

間連結財務諸表規則により作成しておりま

す。 

────── 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

(中間連結貸借対照表) 

「証券取引法等の一部を改正する法律」(平成16年法律第97号)に

より、証券取引法第２条第２項において、一定の匿名組合契約上の

権利を証券取引法上の有価証券とみなすこととされたことに伴い、

前中間連結会計期間まで投資その他の資産の「その他」に含めてい

たみなし有価証券(前中間連結会計期間256百万円)を当中間連結会計

期間より投資その他の資産の「投資有価証券」として表示しており

ます。この変更により、投資有価証券は2,901百万円増加しておりま

す。 

「投資有価証券」は、前中間連結会計期間末は投資その他の資産

の「その他」に表示しておりましたが、当中間連結会計期間末にお

いて資産の総額の100分の５を越えたため区分掲記しました。 

なお、前中間連結会計期間末の「投資有価証券」の金額は746百万

円であります。 

(中間連結貸借対照表) 

前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました流動資産の「前

渡金」（当中間連結会計期間末78百万円）は、資産の総額の100分の

５以下となったため、流動資産の「その他」に含めて表示することに

しました。 

前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました無形固定資産

（当中間連結会計期間の内訳は、専用実施権958百万円、のれん64百

万円、その他198百万円）は、金額的重要性が低下したため、当中間

連結会計期間より合計額を一括掲記することにしました。 

前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました投資その他の資

産の「差入保証金」（当中間連結会計期間末541百万円）は、資産の

総額の100分の５以下となったため、投資その他の資産の「その他」

に含めて表示することにしました。 

 ────── (中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

前中間連結会計期間において、「連結調整勘定償却額」として掲

記されていたものは、当中間連結会計期間から「のれん償却額」と表

示しております。 



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成18年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

   285百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

      290百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

   299百万円 

※２ 担保差入資産並びに担保付借入金等は

次のとおりであります。 

イ 担保差入資産 

※２ 担保差入資産並びに担保付借入金等は

次のとおりであります。 

イ 担保差入資産 

※２ 担保差入資産並びに担保付借入金等は

次のとおりであります。 

イ 担保差入資産 

販売用不動産    2,040百万円

仕掛販売用不動産 1,923 

建物 135 

土地 114 

定期預金 316 

投資有価証券 32 

計 4,563 

販売用不動産   23,454百万円

仕掛販売用不動産 2,458 

建物 264 

土地 187 

定期預金 416 

投資有価証券 40 

計 26,821 

販売用不動産    1,156百万円

仕掛販売用不動産 2,021 

建物 131 

土地 114 

定期預金 416 

投資有価証券 45 

計 3,886 

ロ 担保付借入金等 ロ 担保付借入金等 ロ 担保付借入金等 

短期借入金    1,500百万円

１年以内返済予定

長期借入金 
657 

長期借入金 1,328 

計 3,487 

短期借入金 15,548百万円

１年以内返済予定

長期借入金 
542 

社債 978 

長期借入金 2,334 

計 19,402 

短期借入金 1,479百万円

１年以内返済予定

長期借入金 
341 

長期借入金 1,454 

計 3,275 

 ３ 受取手形割引高 

  4百万円 

※４       ────── 

 ３ 受取手形割引高 

  11百万円 

※４ 中間連結会計期間末日満期手形 

  中間連結会計期間末日満期手形の会計処

理については、手形交換日をもって決済

処理をしております。なお、当中間連結

会計期間の末日は金融機関の休日であっ

たため、次の中間連結会計期間末日満期

手形が中間連結会計期間末残高に含まれ

ております。 

   受取手形         0百万円 

 ３ 受取手形割引高 

  47百万円 

※４       ────── 

５       ────── 
  

  

 ５ 取引金融機関と貸出コミットメント契

約を締結しており、当中間連結会計期間

末の借入未実行残高は次のとおりであり

ます。 

  

貸出コミットメ

ントの総額 
4,900百万円

借入実行残高 3,310百万円

差引額 1,590百万円

５       ────── 
  

  



（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。 

販売手数料    225百万円

給料手当 228 

退職給付費用 8 

租税公課 235 

支払手数料 357 

貸倒引当金繰入 60 

専用実施権償却費 206 

給料手当    279百万円

賞与引当金繰入 2 

退職給付費用 4 

外注作業費 250 

支払手数料 746 

貸倒引当金繰入 44 

    

販売手数料    549百万円

給料手当 486 

退職給付費用 17 

租税公課 458 

貸倒引当金繰入 154 

支払手数料 743 

※２ 固定資産売却損の内訳は工具器具備品 

5百万円であります。 

※２     ──────   ※２ 固定資産売却損の内訳は工具器具備品

5百万円であります。 

※３ 固定資産除却損の内訳は建物附属設備 

0百万円であります。 

※３ 固定資産除却損の内訳は工具器具備品

0百万円であります。 

※３ 固定資産除却損の内訳は建物附属設備

0百万円であります。 

※４       ────── ※４ 減損損失 

当中間連結会計期間において、当社グルー

プは以下の資産グループについて減損損失を

計上いたしました。 

※４       ──────   

 場所 用途 種類 

大阪支店 
（大阪市北
区） 

大阪支店 
事務所 

建物 

 

 当社グループは、事業用資産については事

業を基礎として事業所単位でグルーピングを

しております。 

大阪支店の事業用資産について減損の兆候

を認識し、帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額を減損損失（10百万円）とし

て特別損失に計上いたしました。 

その内訳は、建物10百万円であります。 

なお、資産の回収可能価額は正味売却価額

により測定しており、不動産については路線

価及び固定資産評価額等を基に算出し評価し

ております。 

 



（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）１．普通株式の発行済株式総数の増加25,693千株は、新株予約権の権利行使による新株の発行による増加であります。 

 ２．普通株式の自己株式の株式数の増加10千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

３．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

  
前連結会計年度末 

株式数（千株） 

当中間連結会計期間増加

株式数（千株） 

当中間連結会計期間減少

株式数（千株） 

当中間連結会計期間末 

株式数（千株） 

発行済株式     

普通株式 （注）１ 172,887 25,693 － 198,581 

合計 172,887 25,693 － 198,581 

自己株式         

普通株式 （注）２ 954 10 － 965 

合計 954 10 － 965 

２．新株予約権に関する事項 

 （注）１．平成17年12月新株予約権の当中間連結会計期間増加は、新株予約権の行使価額の修正に伴い新株予約権の目的となる株式の数が調

整されたものであります。 

 ２．平成17年12月新株予約権の当中間連結会計期間減少は、新株予約権の行使によるものであります。 

 ３．平成18年９月新株予約権の当中間連結会計期間増加は、新株予約権の発行によるものであります。 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権の

目的となる  

株式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（千株）  
当中間連結会

計期間末残高

（百万円） 

前連結会計

年度末  

当中間連結会

計期間増加  

当中間連結会

計期間減少  

当中間連結会

計期間末  

 提出会社 

（親会社） 

 平成17年12月新株予約権 

（注）１，２ 
  普通株式 23,461 7,404 25,693 5,172 － 

 平成18年９月新株予約権 

（注）３ 
  普通株式 － 54,347 － 54,347 － 

 合計  － 23,461 61,752 25,693 59,520 － 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（百万円） 

１株当たり 

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 

定時株主総会 
普通株式 687 4  平成18年３月31日  平成18年６月29日 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係 

現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係 

現金及び現金同等物の期末残高と連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係 

（平成17年９月30日現在） （平成18年９月30日現在） （平成18年３月31日現在）

現金及び預金勘定     3,246百万円

預入期間が３ケ月を超える

定期預金 
△ 114 

現金及び現金同等物 3,132 

現金及び預金勘定      1,453百万円

預入期間が３ケ月を超える

定期預金 
△140 

現金及び現金同等物 1,313 

現金及び預金勘定    4,474百万円

預入期間が３ケ月を超える

定期預金 
△ 58 

現金及び現金同等物 4,416 



（リース取引関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引 

  イ リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額及び中間期末残高

相当額 

  イ リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額及び中間期末残高

相当額 

  イ リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額及び期末残高相当

額 

 工具器具備品 

取得価額相当額 5 百万円

減価償却累計額

相当額 
3 

中間期末残高相

当額 
1 

 工具器具備品 

取得価額相当額 － 百万円

減価償却累計額

相当額 
－ 

中間期末残高相

当額 
－ 

 工具器具備品 

取得価額相当額 5 百万円

減価償却累計額

相当額 
5 

期末残高相当額 0 

 取得価額相当額は、未経過リース料中間

期末残高が有形固定資産の中間期末残高等

に占める割合が低いため、支払利子込み法

により算定しております。 

 取得価額相当額は、未経過リース料中間期

末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み法により

算定しております。 

 取得価額相当額は、未経過リース料期末残

高が有形固定資産の期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法により算定して

おります。 

  ロ 未経過リース料中間期末残高相当額   ロ 未経過リース料中間期末残高相当額   ロ 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 1 百万円

１年超 － 

合計 1 

１年以内 － 百万円

１年超 － 

合計 － 

１年以内 0 百万円

１年超 － 

合計 0 

 未経過リース料中間期末残高相当額は、

未経過リース料中間期末残高が有形固定資

産の中間期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定しておりま

す。 

 未経過リース料中間期末残高相当額は、未

経過リース料中間期末残高が有形固定資産の

中間期末残高等に占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定しております。 

 未経過リース料期末残高相当額は、未経過

リース料期末残高が有形固定資産の期末残高

等に占める割合が低いため、支払利子込み法

により算定しております。 

  ハ 支払リース料及び減価償却費相当額   ハ 支払リース料及び減価償却費相当額   ハ 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 1 百万円

減価償却費相当

額 
1 

支払リース料 0 百万円

減価償却費相当

額 
0 

支払リース料 2 百万円

減価償却費相当

額 
2 

  ニ 減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。 

  ニ 減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零

とする定額法によっております。 

  ニ 減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零

とする定額法によっております。 



（有価証券関係） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

（注）当中間連結会計期間において、時価評価されていないその他有価証券について55百万円減損処理を行っております。 

なお、減損処理にあたっては、中間連結会計期間末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、

30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。  

（デリバティブ取引関係） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

金利関連 

（注）1.（ ）内は、中間連結貸借対照表に計上したプレミアム金額であります。 

種類 

前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成18年３月31日） 

取得原価 
（百万円） 

中間連結 
貸借対照 
表計上額 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

取得原価 
（百万円） 

中間連結 
貸借対照 
表計上額 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

取得原価 
（百万円） 

連結貸借対 
照表計上額 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

(1) 株式 62 91 28 50 58 7 65 106 40 

(2) その他 4 4 0 124 120 △4 － － － 

合計 67 95 28 175 178 3 65 106 40 

種類 

前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成18年３月31日） 

中間連結貸借対照表計上額 
（百万円） 

中間連結貸借対照表計上額 
（百万円） 

連結貸借対照表計上額 
（百万円） 

(1) 子会社株式及び関連会社

株式 
9 129 9 

(2) その他有価証券    

非上場株式 319 264 319 

非上場社債 20 － － 

匿名組合出資金 2,901 5,039 4,494 

マネー・マネジメント・

ファンド 
－ 60 60 

投資事業有限責任組合出

資金 
－ 201 19 

種類 

前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成18年３月31日） 

契約額等 
(百万円) 

時価 
(百万円) 

評価損益 
(百万円) 

契約額等 
(百万円) 

時価 
(百万円) 

評価損益
(百万円)

契約額等
(百万円)

時価 
(百万円)

評価損益
(百万円)

金利

キャ

ップ

取引 

         

1,300 
16 58 

1,250 
12 △31 

1,100 
19 61 

(0) (43) (－) 

金利

スワ

ップ

取引 

         

2,000 
△50 18 

2,500 
△48 4 

2,500 
△52 16 

(－) (－) (－) 

 合計 3,300 △33 76 3,750 △36 △27 3,600 △32 77 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９月30日） 

（注）１．事業区分は、市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分の事業内容 

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、53百万円であり、その主なものは当社の総務・財務経理

部門等の管理部門に係る費用であります。 

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

（注）１．事業区分は、市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分の事業内容 

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、397百万円であり、その主なものは当社の総務・財務経理

部門等の管理部門に係る費用であります。 

 
不動産事業 
（百万円） 

環境事業 
（百万円） 

液晶事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全
社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高       

(1) 外部顧客に対する売上高 10,864 978 41 11,884 － 11,884 

(2) セグメント間の内部売上

高又は振替高 
162 9 － 172 (172) － 

計 11,027 988 41 12,057 (172) 11,884 

営業費用 10,522 643 442 11,608 (27) 11,580 

営業利益（又は営業損失） 504 345 (400) 449 (144) 304 

事業区分 事業内容 

不動産事業 収益物件・分譲住宅・土地の販売、不動産コンサルティング・デューディリジェンス・仲介・販売代理業務 

環境事業 屋上緑化システムの販売・施工・コンサルタント業、環境改善関連商材の販売 

液晶等事業 ＴＮ液晶表示装置・小型ＴＦＴ液晶表示装置、実施権等の販売 

 
不動産事業 
（百万円） 

環境事業 
（百万円） 

液晶事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全
社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高       

(1) 外部顧客に対する売上高 6,292 161 32 6,486 － 6,486 

(2) セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ － － － － － 

計 6,292 161 32 6,486 － 6,486 

営業費用 6,916 613 347 7,877 401 8,278 

営業利益（又は営業損失） (624) (451) (314) (1,390) (401) (1,791)

事業区分 事業内容 

不動産事業 収益物件・分譲住宅・土地の販売、不動産コンサルティング・デューディリジェンス・仲介・販売代理業務 

環境事業 屋上緑化システムの販売・施工・コンサルタント業、環境改善関連商材の販売 

液晶事業 ＴＮ液晶表示装置・小型ＴＦＴ液晶表示装置、実施権等の販売 



前連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

（注）１．事業区分は、市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分の事業内容 

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、756百万円であり、その主なものは当社の総務・財務経理

部門等の管理部門に係る費用であります。 

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月

30日）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

 
不動産事業 
（百万円） 

環境事業 
（百万円） 

液晶事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全
社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高       

(1) 外部顧客に対する売上高 25,599 1,851 179 27,630 － 27,630 

(2) セグメント間の内部売上

高又は振替高 
162 16 － 179 (179) － 

計 25,762 1,868 179 27,809 (179) 27,630 

営業費用 23,677 1,381 907 25,966 568 26,534 

営業利益（又は営業損失） 2,084 487 (728) 1,843 (748) 1,095 

事業区分 事業内容 

不動産事業 収益物件・分譲住宅・土地の販売、不動産コンサルティング・デューディリジェンス・仲介・販売代理業務 

環境事業 屋上・壁面緑化システムの販売・施工、コンサルタント業、環境改善関連商材の販売 

液晶事業 ＴＮ液晶表示装置・小型ＴＦＴ液晶表示装置、実施権等の販売 



【海外売上高】 

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月

30日）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 



（１株当たり情報） 

（注）１株当たり中間（当期）純利益（△純損失）及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。 

（注）１株当たり純資産額の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１株当たり純資産額       200.86円

１株当たり中間純利益金額 0.89円

潜在株式調整後 

１株当たり中間純利益金額 

 

0.84円

１株当たり純資産額      108.19円

１株当たり中間純損失金額       67.97円

  

  

なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額については、潜在株式は存在するも

のの１株当たり中間純損失であるため記載

しておりません。 

１株当たり純資産額    187.07円

１株当たり当期純利益金額       1.10円

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益金額 

 

   0.95円

 前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１株当たり中間（当期）純利益金額

（△純損失） 
   

中間（当期）純利益(△純損失)  

（百万円） 
103 △12,687 145 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － － 

普通株式に係る中間（当期）純利益

(△純損失)（百万円） 
103 △12,687 145 

期中平均株式数（千株） 115,464 186,655 132,211 

    

潜在株式調整後１株当たり中間  

（当期）純利益金額 
   

中間（当期）純利益調整額（百万円） － ────── － 

普通株式増加数（千株） 7,183 ────── 20,964 

（うち転換社債型新株予約権付社債） (7,183) ────── (20,964) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（当期）純利益

の算定に含めなかった潜在株式の概要 

────── 2009年12月11日満期ユーロ円

建無担保転換社債型新株予約

権付社債（券面総額6,750百万

円）並びに2009年９月30日満

期ユーロ円建無担保転換社債

型新株予約権付社債（券面総

額5,000百万円） 

────── 

 前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成18年３月31日） 

純資産の部の合計額（百万円） － 21,378 － 

純資産の部の合計額から控除する金額

（百万円） 
－ － － 

普通株式に係る中間期末（期末）の純

資産額（百万円） 
－ 21,378 － 

１株当たり純資産額の算定に用いられ

た中間期末（期末）の普通株式の数

（千株） 

－ 197,615 － 



（重要な後発事象） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（新株予約権付社債の発行） 

当社は、平成17年11月28日開催の取締役会

において、株式会社ヒューネット・第二回

2009年満期ユーロ円建無担保転換社債型新株

予約権付社債の発行を決議し、平成17年12月

14日に発行いたしました。その概要は次のと

おりであります。 

１．社債発行総額 

6,750,000,000円 

２．各社債の金額 

10,000,000円 

３．利率  

利息を付さない。 

４．発行価額 

額面100円につき金100円。 

５．償還価額 

額面100円につき金100円。 

但し、当社の選択による繰上償還の場合

は額面100円につき103円。 

６．払込期日及び発行日  

2005年12月14日（ロンドン時間） 

７．募集の方法 

第三者割当の方法（海外における私募）

により、全額をＡＩＧ ＦＰ Ｓｔｒｕｃｔ-

uｒｅｄ Ｆｉｎａｎｃｅ(Ｃａｙｍａｎ)Ｌ-

ｉｍｉｔｅｄ に割当てる。 

８．物上担保・保証の有無 

資産はない。 

９．償還期限 

2009年12月11日（ロンドン時間） 

10．本新株予約権の内容 

（1）本社債に付する本新株予約権の数 

675個 

（2）本新株予約権の発行価額 

無償とする。 

（3）本新株予約権の目的である株式の種類

及び数 

本新株予約権の目的である株式の種類

は当社普通株式とし、その行使請求によ

り当社が当社普通株式を新たに発行又は

これに代えて当社の有する当社普通株式

を移転（以下当社普通株式の発行又は移

転を「交付」という。）する数は、行使

請求に係る本社債の発行価額の総額を本

項第(7)号②記載の転換価額（但し、本新

株予約権付社債の発行要項所定の修正又

は調整がなされた場合は修正後又は調整

後の転換価額）で除した数とする。但

し、行使により生じる１株未満の端数は

これを切り捨て、現金による調整は行わ

ない。本新株予約権の行使により単元未

満株式が発生する場合には、商法に定め

る単元未満株式の買取請求権が行使され

たものとして現金により精算する。 

（4）本新株予約権の行使請求期間 

2005年12月15日から2009年12月10日

（東京時間） 

（新株予約権付社債の繰上償還） 

 当社は、2009年満期ユーロ円建無担保転

換社債型新株予約権付社債を下記のとおり繰

上償還いたしました。 

１．繰上償還銘柄 

 株式会社ヒューネット2009年満期ユーロ

円建無担保転換社債型新株予約権付社債 

２．繰上償還の方法 

 全額繰上償還による 

３．繰上償還日 

 平成18年12月5日 

４．繰上償還金額 

 額面100円につき100円 

５．繰上償還の内容 

(1)繰上償還額面総額等 

 償還前残存額面総額  5,000百万円 

 繰上償還額面総額   5,000百万円 

 償還後残存額面総額      0円 

（2）繰上償還の理由 

 当転換社債型新株予約権付社債要領に

おける「９.償還方法及び期限(4)」に基

づく社債権者からの請求により繰上償還

するものであります。 

６．償還のための資金調達の方法 

 借入金及び手元資金による 

（新株予約権の発行） 

当社は、平成18年12月12日開催の当社取締

役会において、株式会社ヒューネット第１回

新株予約権（第三者割当）の発行について決

議し、平成18年12月27日に発行いたしまし

た。その概要は次のとおりであります。 

１．新株予約権の総数  

1,000個 

２．新株予約権の払込金額 

本新株予約権１個あたり金10,000円 

３．新株予約権の払込金額の総額 

金10,000,000円 

４．新株予約権の申込期日 

平成18年12月27日 

５．新株予約権の払込期日 

平成18年12月27日  

６．新株予約権の募集方法 

第三者割当の方法により、新株予約権を

Ｈ投資事業組合及び株式会社東理ホールデ

ィングスに、700個及び300個をそれぞれ割

り当てる。 

７．新株予約権の目的である株式の種類及び

数 

新株予約権の目的である株式の種類は当

社普通株式とし、その行使請求により当社

が当社が普通株式を新たに発行またはこれ

に代えて当社の有する当社普通株式を移転

（以下当社普通株式の発行または移転を

「交付」という。）する数は、行使請求に

係る本新株予約権の数に10,000,000を乗

じ、これを下記８(2)の行使価額（ただし、

下記15および16によって修正または調整さ

れた場合は修正後または調整後の行使価

額）で除して得られる最大整数とする。 

  

当社は、平成18年４月26日開催の取締役会

において当社100%子会社の設立を決議いたし

ました。 

子会社設立の概要は、次のとおりでありま

す。  

１．設立の目的 

大型商業施設およびレジデンシャル等の

不動産投資ファンド運用業務を展開 

２．設立する会社の名称、事業内容、発行済

株式数、資本金 

(1)会社の名称 

株式会社ヒューネット不動産投資顧問 

(2)事業内容 

不動産・信託受益権等の売買、運用お

よび運用助言業務 

(3)発行済株式数 

2,400株 

(4)資本金 

120百万円 

３．設立の時期 

平成18年４月27日 

４．取得する株式の数、取得価額及び取得後

の持分比率 

(1)取得する株式の数 

2,400株 

(2) 取得価額 

120百万円 

(3)取得後の持分比率 

当社100.0% 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（5）その他の本新株予約権の行使の条件 

当社が本社債を繰上償還する場合又は

当社が本社債につき期限の利益を喪失し

た場合には、償還日又は期限の利益の喪

失日以後本新株予約権を行使することは

できない。当社が本新株予約権付社債の

社債権者の請求により本社債を繰上償還

する場合には、本新株予約権付社債券が

償還請求受付場所に提出された時以降、

本新株予約権を行使することはできな

い。また、各本新株予約権の一部行使は

できないものとする。 

（6）本新株予約権の消却事由及び消却の条

件 

消却事由は定めない。 

（7）本新株予約権の行使に際して払込をな

すべき額 

①本新株予約権１個の行使に際して払込

をなすべき額は、本社債の発行価額と

同額とする。 

②本新株予約権の行使に際して払込をな

すべき1株あたりの額（以下「転換価

額」という。）は、当初、2005年11月

25日終値である168円とする。但し、

かかる金額が2005年12月13日のジャス

ダック証券取引所における当社普通株

式の普通取引の終値（気配値を含む）

を上回る場合は、2005年12月13日の終

値とする。  

（8）転換価額の修正 

本新株予約権付社債の発行後、毎月の

最終取引日（以下「決定日」という。）

の翌取引日以降、転換価額は、決定日ま

で（当日を含む。）の３連続取引日（但

し、「売買高加重平均価格（ＶＷＡ

Ｐ）」のない日は除く。以下「時価算定

期間」という。）のジャスダック証券取

引所（当社普通株式が他の証券取引所に

上場された場合には、当社普通株式の普

通取引の出来高及び値付率等を考慮して

計算代理人が最も適切と判断する取引所

とする。以下同じ。）における当社普通

株式の普通取引の各取引日の売買高加重

平均価格（ＶＷＡＰ）の平均値の90％に

相当する金額（１円未満を切り捨てる。

以下「修正後転換価額」という。）に修

正される。なお、時価算定期間内に、本

項第(9)号で定める転換価額の調整が生じ

た場合には、修正後転換価額は、本新株

予約権付社債の発行要項に従い計算代理

人が適当と判断する値に調整される。但

し、かかる算出の結果、修正後転換価額

が当初転換価額の50％に相当する金額

（以下「下限転換価額」という。但し、

本新株予約権付社債の要項所定の調整を

受ける。）を下回る場合には、修正後転

換価額は下限転換価額とする。 

この場合に１株の100分の１未満の端数（当

社が適用法令に従い当社の取締役会の決議

により株式の分割と同時に単元株式数につ

いての定款の定めを設けた場合において

は、１株未満の端数）を生じたときはこれ

を切り捨て、現金による調整は行わない。

各本新株予約権の目的である株式の総数

（以下「割当株式数」という。）は、当該

株式数を行使請求に係る本新株予約権の数

で除した数とする。 

８．行使時の払込金額 

（1）各本新株予約権の行使に際して払込を

なすべき額は、行使価額（以下に定義

する。）に割当株式数を乗じた額とす

る。 

（2）本新株予約権の行使により当社が当社

普通株式を交付する場合における株式

１株あたりの払込金額（以下「行使価

額」という。）は、払込日の前日の３

連続取引日（ただし、取引日はジャス

ダック証券取引所における当社普通株

式の普通取引に係る終値（気配値を含

む）が算出されない日を含まない。決

定日が取引日でない場合には、払込日

の直前の取引日までの3連続取引日とす

る。以下「時価算定期間」という。）

のジャスダック証券取引所における当

社普通株式の普通取引の毎取引日の終

値の平均値の90％に相当する金額（小

数点第２位未満の端数を生じる場合は

その端数を切り捨てた額とする。）を

当初行使価額とする。（以下「当初行

使価額」という。） 

９．本新株予約権の行使の方法及び行使請求

の効力発生日 

（1）①本新株予約権を行使しようとすると

きは、当社の定める行使請求書（以

下、「行使請求書」という。）に、

その行使に係る新株予約権の数、新

株予約権を行使する日等を記載し

て、これに記名捺印した上、新株予

約権証券を発行している場合には、

当該新株予約権証券を添えて、行使

可能期間中に提出しなければならな

い。 

   ②本新株予約権を行使しようとする場

合、行使請求書の提出に加えて、本

新株予約権の行使に際して出資の目

的とされる金銭の全額を後記払込取

扱場所の当社指定口座に振込むもの

とする。 

   ③行使請求受付場所に対し行使に要す

る書類を提出した者は、その後これ

を撤回することはできない。 

 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（9）転換価額の調整 

転換価額は、当社が本新株予約権付社

債の発行後、当社普通株式の時価を下回

る発行価額又は処分価額をもって当社普

通株式を新たに発行又は当社の有する当

社普通株式を処分する場合（但し、当社

普通株式に転換される証券もしくは転換

できる証券又は当社普通株式の交付を請

求できる新株予約権（新株予約権付社債

に付されたものを含む。）の転換又は行

使による場合を除く。）には、次に定め

る算式により調整される。尚、次の算式

において、「既発行済株式数」は当社の

発行済普通株式総数（但し、当社が保有

する当社普通株式数を除く。）をいう。 

調整後転換価額＝調整前転換価額×（既

発行株式数＋新発行・処分株式数×1株あ

たりの発行・処分価額÷時価）÷（既発

行株式数＋新発行・処分株式数） 

また、転換価額は、当社普通株式の分

割・併合、当社普通株式の時価を下回る

価額をもって普通株式に転換される証券

もしくは転換できる証券又は当社普通株

式の交付を請求できる新株予約権もしく

は新株予約権付社債を発行する場合等に

も適宜調整される。 

 （2）本新株予約権の行使の効力は、行使に

要する書類の全部（以下、「行使書類

等」という。）が行使請求受付場所に

到着し、かつ当該本新株予約権の行使

に際して出資される金銭の全額が(1)

の②に定める口座に入金された日又は

本新株予約権を行使する日として行使

請求書に記載された日のいずれか遅い

ほうの日に発生する。 

10．新株予約権の行使に際して出資される財

産の価額の総額 

10,010,000,000円 

(注)新株予約権の行使期間内に行使が行わ

れない場合および当社が新株予約権を消却

した場合には、発行価額の総額に新株予約

権の行使に際して払い込むべき金額の合計

額を合算した金額は減少します。 

11．新株予約権の発行価額及びその行使に際

して払込をなすべき額の算定理由 

当社は、所定の条件の下に新株予約権の

理論価値を算出した。また、新株予約権の

発行決議に先立つ当社普通株式の株価、売

買出来高の実績、当社の資産状態、収益状

況、発行済み株式数等の諸事情を総合的に

勘案した。これらを前提に、金10,000円を

新株予約権の1個あたりの発行価額とした。

また、新株予約権の行使価額は、「時価算

定期間」 のジャスダック証券取引所におけ

る当社普通株式の普通取引の毎取引日の終

値の平均値の90％に相当する金額（小数点

第２位未満の端数を生じる場合はその端数

を切り捨てた額とする。）を当初行使価額

とする。 

 

（10）代用払込に関する事項 

商法第341条ノ３第１項第７号及び第８

号により、本新株予約権を行使したとき

は本社債の全額の償還に代えて当該本新

株予約権の行使に際して払込をなすべき

額の全額の払込とする旨の請求があった

ものとみなし、かつ当該請求に基づく払

込があったものとする。 

（11）本新株予約権の行使により株式を発

行する場合の株式の発行価額中資本に組

入れない額 

当該株式の発行価額から資本に組入れ

る額を減じた額とする。資本に組入れる

額とは、当該発行価額に0.5を乗じた金額

とし、計算の結果1円未満の端数が生じる

場合はその端数を切上げた額とする。 

11．資金の使途 

短期借入金の返済として1,750百万円、

その残額を不動産事業におけるファンド

組成の物件等の購入費として充当する。 

12．本新株予約権の行使により株式を発行す

る場合における増加する資本金及び資本

準備金 

本新株予約権の行使により当社株式を発

行する場合において増加する資本金の額

は、会社計算規則第40条第１項の規定に従

い算出される資本金等増加限度額の２分の

１の金額とし（計算の結果１円未満の端数

を生じる場合はその端数を切り上げた額と

する。）、当該資本金等増加限度額から増

加する資本金の額を減じた額を増加する資

本準備金の額とする。 

13．新株予約権の行使期間 

平成18年12月27日から平成19年12月26日

（第17項各号に従って本新株予約権が消却

される場合には、消却される本新株予約権

については、当該消却日の前営業日）まで

とする。 

14．新株予約権の行使の条件 

各本新株予約権の一部行使はできないも

のとする。 

  

 



前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（新株予約権付社債の繰上償還） 

当社は、平成17年12月2日開催の当社取締

役会において、当社発行の2008年9月19日満

期円建転換社債型新株予約権付社債の繰上償

還を決議し、同日償還いたしました。その概

要は次のとおりであります。 

１．繰上償還対象総額（額面） 

750,000,000円 

２．繰上償還期日 

平成17年12月２日  

３．繰上償還金額 

額面100円につき金100円  

４．償還資金 

自己資金及び短期借入金  

５．社債の減少による支払利息の減少見込額 

無し  

15．行使価額の修正 

新株予約権の発行後、毎日（以下「決定

日」という。）、行使価額は、「時価算定

期間」のジャスダック証券取引所における

当社普通株式の普通取引の毎取引日の終値

の平均値の90％に相当する金額（小数点第

２位未満の端数を生じる場合はその端数を

切り捨てた額とする。以下「決定日価額」

という。）に修正（以下、決定日価額に修

正された行使価額を「修正後行使価額」と

いう。）される。なお、時価算定期間内

に、下記16で定める行使価額の調整事由が

生じた場合は、修正後行使価額は、本新株

予約権の発行要領に従い当社が適当と判断

する値に修正される。ただし、修正後行使

価額が21円（以下「下限行使価額」とい

う。）を下回る場合には、修正後行使価額

は下限行使価額とする。 

16．行使価額の調整 

当社は、本新株予約権の発行後、当社が

時価を下回る発行価額または処分価額をも

って当社普通株式を新たに発行し、または

当社の有する当社普通株式を処分する場合

（ただし、当社普通株式に転換できる証券

または当社普通株式の交付を請求できる新

株予約権（新株予約権付社債に付されたも

のを含む。）の行使による場合を除く。）

ならびに株式分割により当社普通株式を発

行する場合、および時価を下回る価額をも

って当社普通株式に転換できる証券または

当社普通株式の交付を請求できる新株予約

権もしくは新株予約権付社債を発行するに

は、次に定める算式により行使価額を調整

する。 

調整後行使価額＝調整前行使価額×（既発

行株式数＋新発行・処分株式数×１株当た

り払込金額÷時価）÷（既発行株式数＋新

発行・処分株式数） 

また、当社は株式の併合の場合等にも適宜

行使価額を変更する。 

17．本新株予約権の消却事由及び消却の条件 

当社に本新株予約権の所有権が移転した

場合には、これを当社取締役会の決議によ

り、無償にて消却することができる。 

18．新株予約権の譲渡制限 

本新株予約権の譲渡は、当社取締役会の

承認を要するものとする。 

19．本新株予約証券の発行 

当社は、本新株予約権の請求あるときに

限り本新株予約権証券を発行する。 

20．行使請求受付場所 

株式会社ヒューネット総務部 

21．払込取扱場所 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行王子支店 

22.上記各項については、証券取引法による

届出の効力発生を条件とする。  

 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 （重要な契約の締結） 

当社は、平成18年12月12日開催の取締役会

において、今後一層の不動産事業拡大を図る

ため、株式会社東理ホールディングスとの間

で業務提携契約を締結することを決議し、同

日締結いたしました。 

業務提携の内容は、不動産事業に関して、

以下について協力して行うものであります。 

(1)購入不動産の発掘・紹介・仲介 

(2)営業用不動産の販売先の発掘・紹

介・仲介 

(3)不動産開発 

(4)不動産案件についてのファイナンス 

 



(2）【その他】 

 該当事項はありません。 



２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

  
前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

現金及び預金 ※２ 3,120   1,422   4,358   

受取手形  52   9   0   

売掛金  4,251   1,250   4,244   

完成工事未収入金  36   13   14   

不動産事業未収入
金  1,166   169   2,520   

たな卸資産 ※２ 5,550   27,948   7,958   

前渡金  1,969   －   1,970   

繰延税金資産  468   468   471   

その他 ※３ 2,679   2,592   2,829   

貸倒引当金  △35   △546   △129   

流動資産合計   19,260 54.1  33,327 64.2  24,238 56.1 

Ⅱ 固定資産           

有形固定資産 ※1,2 267   492   259   

無形固定資産     27      

ソフトウェア  48      41   

その他  4      4   

計  53      46   

投資その他の資産           

投資有価証券 ※２ 3,336   5,744   4,999   

関係会社株式  7,485   7,540   7,485   

長期貸付金  488   1,773   565   

長期売掛金  211   191   191   

長期未収入金  2,847   1,622   3,047   

繰延税金資産  1,147   553   1,068   

差入保証金  586   －   586   

その他   591   1,728   1,500   

貸倒引当金  △1,118   △1,428   △1,229   

計  15,577   17,724   18,214   

固定資産合計   15,898 44.6  18,244 35.1  18,520 42.9 

Ⅲ 繰延資産   451 1.3  350 0.7  450 1.0 

資産合計   35,610 100.0  51,922 100.0  43,208 100.0 

           
 



  
前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

支払手形  10   103   －   

工事未払金  24   4   2   

短期借入金 ※２ 2,465   16,241   2,852   

１年以内返済予定
長期借入金 

※２ 891   742   764   

未払法人税等  36   41   57   

未成工事受入金  43   －   －   

その他  755   742   683   

流動負債合計   4,227 11.9  17,876 34.4  4,361 10.1 

Ⅱ 固定負債           

社債 ※２ 3,700   6,428   4,100   

長期借入金 ※２ 2,065   2,534   1,925   

退職給付引当金  41   31   31   

その他  39   1,507   113   

固定負債合計   5,846 16.4  10,501 20.2  6,170 14.3 

負債合計   10,074 28.3  28,377 54.7  10,531 24.4 

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   17,068 47.9  － －  20,393 47.2 

Ⅱ 資本剰余金           

資本準備金  5,064   －   8,389   

その他資本剰余金           

 資本金及び資本準
備金減少差益  3,675   －   3,675   

自己株式処分差益  1   －   1   

資本剰余金合計   8,741 24.5  － －  12,066 27.9 

Ⅲ 利益剰余金           

中間(当期)未処分
利益又は中間(当
期)未処理損失
(△） 

 302   －   790   

利益剰余金合計   302 0.8  － －  790 1.8 

Ⅳ その他有価証券評価
差額金   17 0.1  － －  24 0.1 

Ⅴ 自己株式   △594 △1.7  － －  △599 △1.4 

資本合計   25,536 71.7  － －  32,676 75.6 

負債資本合計   35,610 100.0  － －  43,208 100.0 

 



  
前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

資本金   － －  21,693 41.8  － －

資本剰余金           

資本準備金  －  6,489   －  

その他資本剰余
金  －  6,877   －  

資本剰余金合計   － －  13,366 25.7  － － 

利益剰余金           

その他利益剰余
金           

繰越利益剰余金  －  △10,932   －  

利益剰余金合計   － －  △10,932 
△
21.1  － － 

自己株式   － －  △600 △1.2  － －

株主資本合計   － －  23,527 45.3  － －

Ⅱ 評価・換算差額等           

その他有価証券評
価差額金   － －  17 0.0  － －

評価・換算差額等合
計   － －  17 0.0  － －

純資産合計   － －  23,544 45.3  － －

負債純資産合計   － －  51,922 100.0  － －

           



②【中間損益計算書】 

  

前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度の 

 要約損益計算書 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高            

完成工事高  44   26   218   

不動産事業売上高  7,806   6,287   22,376   

商品販売事業売上高  876   21   1,566   

売上合計   8,727 100.0  6,335 100.0  24,161 100.0 

Ⅱ 売上原価           

完成工事原価  44   24   210   

不動産事業売上原価  6,627   5,796   18,897   

商品販売事業売上原
価  49   19   139   

売上原価計   6,720 77.0  5,840 92.2  19,247 79.7 

売上総利益   2,006 23.0  494 7.8  4,914 20.3 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費   1,695 19.4  1,848 29.2  3,398 14.1 

営業利益(△損失)   311 3.6  △1,353 △21.4  1,516 6.3 

Ⅳ 営業外収益 ※１  164 1.9  250 4.0  492 2.0 

Ⅴ 営業外費用 ※２  305 3.5  680 10.7  782 3.2 

経常利益(△損失)   171 2.0  △1,783 △28.2  1,226 5.1 

Ⅵ 特別利益 ※３  130 1.5  － －  130 0.5 

Ⅶ 特別損失 ※4、5  35 0.4  8,726 137.7  523 2.2 

税引前中間(当期)
純利益(△純損失)   265 3.0  △10,510 

△
165.9  832 3.4 

法人税、住民税及
び事業税  3   2   11   

法人税等調整額  △41 △37 △0.4 522 525 8.3 30 41 0.2 

中間(当期)純利益
(△純損失)   302 3.5  △11,035 

△
174.2  790 3.3 

前期繰越利益   －   －   －  

中間(当期)未処分
利益   302   －   790  

           



③【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

 

株主資本 

資本金  

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 
株主資本 
合計 資本 

準備金 

その他 
資本 
剰余金 

資本 
剰余金 
合計 

その他利益

剰余金 利益 
剰余金 
合計 繰越利益 

剰余金 

 平成18年３月31日 残高 

（百万円） 
20,393 8,389 3,677 12,066 790 790 △599 32,651 

中間会計期間中の変動額         

新株の発行 1,300 1,300   1,300       2,600 

平成18年6月定時株主

総会における資本準備

金減少項目 

  △3,200 3,200 －       － 

剰余金の配当         △687 △687   △687 

中間純利益         △11,035 △11,035   △11,035 

自己株式の取得             △1 △1 

株主資本以外の項目の

中間会計期間中の変動

額（純額） 

                

中間会計期間中の変動額 

合計     （百万円） 
1,300 △1,900 3,200 1,300 △11,723 △11,723 △1 △9,124 

平成18年９月30日 残高 

 （百万円） 
21,693 6,489 6,877 13,366 △10,932 △10,932 △600 23,527 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 その他 
有価証券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

平成18年３月31日 残高 

 （百万円） 
24 24 32,676 

中間会計期間中の変動額    

新株の発行     2,600 

平成18年6月定時株主

総会における資本準備

金減少項目 

    － 

剰余金の配当     △687 

中間純利益     △11,035 

自己株式の取得     △1 

株主資本以外の項目の

中間会計期間中の変動

額（純額） 

△7 △7 △7 

中間会計期間中の変動額 

合計     （百万円） 
△7 △7 △9,132 

平成18年９月30日 残高  

 （百万円） 
17 17 23,544 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1)有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

(1)有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

(1)有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

 その他有価証券 

時価のあるもの 

中間期末日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は部分

資本直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算

定） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間期末日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は部分

純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により

算定） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

期末日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は部分資本

直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定） 

 時価のないもの 

移動平均法による原価法 

ただし匿名組合出資金は

個別法によっており、詳細

は「7.(2)匿名組合出資金

の会計処理」に記載してお

ります。  

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

ただし匿名組合出資金等

は個別法によっており、詳

細は「7.(2)匿名組合出資

金等の会計処理」に記載し

ております。  

時価のないもの 

同左 

 (2)デリバティブ 

原則として時価法 

(2)デリバティブ 

同左 

(2)デリバティブ 

同左 

 (3)たな卸資産 

販売用土地建物 

個別法による原価法 

(3)たな卸資産 

販売用土地建物 

同左 

(3)たな卸資産 

販売用土地建物 

同左 

 商品 

先入先出法による原価法 

商品 

同左 

商品 

同左 

 仕掛販売用不動産 

個別法による原価法 

仕掛販売用不動産 

同左 

仕掛販売用不動産 

同左 

 材料貯蔵品 

先入先出法による原価法 

材料貯蔵品 

同左 

材料貯蔵品 

同左 

 未成工事支出金 

個別法による原価法 

未成工事支出金 

同左 

未成工事支出金 

同左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1)有形固定資産 

 定率法 

(1)有形固定資産 

同左 

(1)有形固定資産 

同左 

 なお、主な耐用年数は以下の通

りであります。 

建物     14～38年 

工具器具備品 ２～20年 

  

 (2)無形固定資産 

定額法 

 なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における利用可

能期間（５年）に基づく定額法を

採用しております。 

 また専用実施権については、契

約期間に対応して償却しておりま

す。 

(2)無形固定資産 

定額法 

 なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における利用可

能期間（５年）に基づく定額法を

採用しております。 

(2)無形固定資産 

定額法 

 なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における利用可

能期間（５年）に基づく定額法を

採用しております。 

 また専用実施権については、契

約期間に対応して償却しておりま

す。 

 (3)長期前払費用 

 定額法 

(3)長期前払費用 

同左 

(3)長期前払費用 

同左 

３．繰延資産の処理方法 (1)新株発行費 

 商法施行規則の規定による最長

期間（３年間）で毎期均等償却し

ております。 

(1)株式交付費 

 ３年で定額法により償却してお

ります。 

(1)新株発行費 

 商法施行規則の規定による最長

期間（３年間）で毎期均等償却し

ております。 

 (2)社債発行費 

 商法施行規則の規定による最長

期間（３年間）で毎期均等償却し

ております。 

(2)社債発行費 

 ３年で定額法により償却してお

ります。 

(2)社債発行費 

 商法施行規則の規定による最長

期間（３年間）で毎期均等償却し

ております。 

 



 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

４．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 

債権の貸倒による損失に備える

ため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等の特

定の債権については個別に回収可

能性を勘案し、回収不能見込額を

計上しております。 

(1)貸倒引当金 

同左 

(1)貸倒引当金 

同左 

 (2)退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職給

付債務及び年金資産の見込額に基

づき、当中間会計期間末において

発生していると認められる額を計

しております。 

(2)退職給付引当金 

同左 

(2)退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づき

計上しております。  

５．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。 

同左 同左 

６．ヘッジ会計の方法 (1)ヘッジ会計の方法 

 特例処理の要件を満たしている

金利スワップ取引について、特例

処理を採用しております。 

(1)ヘッジ会計の方法 

同左 

(1)ヘッジ会計の方法 

同左 

 (2)ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段  金利スワップ 

 ヘッジ対象  借入金 

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 (3)ヘッジ方針 

 当社規定に基づき、借入金にか

かる金利変動リスクをヘッジして

おります。 

(3)ヘッジ方針 

同左 

(3)ヘッジ方針 

同左 

 (4)ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ手段の想定元本等とヘッ

ジ対象の元本が一致しており、金

利スワップの特例処理の要件に該

当すると判定されるため、当該判

定をもって有効性の判定に代えて

おります。 

(4)ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(4)ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

７．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基本

となる重要な事項 

(1)消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税に相当す

る額の会計処理は、税抜方式によ

っており、控除対象外消費税等

は、当期の費用として処理してお

ります。 

(1)消費税等の会計処理 

同左 

(1)消費税等の会計処理 

同左 

 (2)匿名組合出資金の会計処理 

匿名組合へ出資を行うに際し

て、匿名組合財産の持分相当額を

投資その他の資産の「投資有価証

券」として計上しております。 

匿名組合への出資時に「投資有

価証券」を計上し、匿名組合が獲

得した純損益の持分相当額につい

ては、「営業外損益」に計上する

とともに同額を「投資有価証券」

に加減し、営業者からの出資金の

払い戻しについては、「投資有価

証券」を減額させております。  

(2)匿名組合出資金等の会計処理 

匿名組合及び投資事業有限責任

組合への出資を行うに際して、組

合財産の持分相当額を投資その他

の資産の「投資有価証券」として

計上しております。 

匿名組合及び投資事業有限責任

組合への出資時に「投資有価証

券」を計上し、組合が獲得した純

損益の持分相当額については、

「営業外損益」に計上するととも

に同額を「投資有価証券」に加減

し、営業者からの出資金の払い戻

しについては、「投資有価証券」

を減額させております。  

(2)匿名組合出資金等の会計処理 

同左 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

表示方法の変更 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準） 

当中間会計期間より、「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準」（企業会計

基準第５号 平成17年12月９日）及び「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８

号 平成17年12月９日）を適用しておりま

す。 

これまでの資本の部の合計に相当する金額

は23,544百万円であります。  

なお、当中間会計期間における中間貸借対

照表の純資産の部については、中間財務諸表

等規則の改正に伴い、改正後の中間財務諸表

等規則により作成しております。 

（繰延資産の会計処理に関する当面の取扱

い） 

 当中間会計期間より、「繰延資産の会計処

理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第

19号）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありませ

ん。 

────── 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

(中間貸借対照表) 

「証券取引法等の一部を改正する法律」(平成16年法律第97号)に

より、証券取引法第２条第２項において、一定の匿名組合契約上の

権利を証券取引法上の有価証券とみなすこととされたことに伴い、

前中間会計期間まで投資その他の資産の「その他」に含めていたみ

なし有価証券(前中間会計期間256百万円)を当中間会計期間より投資

その他の資産の「投資有価証券」として表示しております。この変

更により、投資有価証券は2,901百万円増加しております。  

「投資有価証券」及び「関係会社株式」は、前中間会計期間末は

投資その他の資産の「その他」に含めて表示しておりましたが、当

中間会計期間末において資産の総額の100分の５を超えたため区分掲

記しました。 

なお、前中間会計期間末の「投資有価証券」の金額は726百万円、

「関係会社株式」の金額は140百万円であります。 

(中間貸借対照表) 

前中間会計期間まで区分掲記しておりました流動資産の「前渡

金」（当中間会計期間末78百万円）は、資産の総額の100分の５以下

となったため、流動資産の「その他」に含めて表示することにしま

した。 

前中間会計期間まで区分掲記しておりました無形固定資産（当中

間会計期間の内訳は、ソフトウェア23百万円、その他4百万円）は、

金額的重要性が低下したため、当中間会計期間より合計額を一括掲

記することにしました。 

前中間会計期間まで区分掲記しておりました投資その他の資産の

「差入保証金」（当中間会計期間末538百万円）は、資産の総額の

100分の５以下となったため、投資その他の資産の「その他」に含め

て表示することにしました。 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度末 
（平成18年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

  146百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

     162百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

   154百万円 

※２ 担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は次のとおり

であります。 

※２ 担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は次のとおり

であります。 

※２ 担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は次のとおり

であります。 

販売用不動産  2,040百万円

仕掛販売用不動産 1,923 

建物 135 

土地 114 

定期預金 316 

投資有価証券 32 

計 4,563 

販売用不動産 23,454百万円

仕掛販売用不動産 2,458 

建物 264 

土地 187 

定期預金 416 

投資有価証券 40 

計 26,821 

販売用不動産   1,156百万円

仕掛販売用不動産 2,021 

建物 131 

土地 114 

定期預金 416 

投資有価証券 45 

計 3,886 

 担保付債務は次のとおりでありま

す。 

 担保付債務は次のとおりでありま

す。 

 担保付債務は次のとおりでありま

す。 

短期借入金    1,500百万円

１年以内返済予定長

期借入金 
657 

長期借入金 1,328 

計 3,487 

短期借入金  15,548百万円

１年以内返済予定長

期借入金 
542 

社債 978 

長期借入金 2,334 

計 19,402 

短期借入金 1,479百万円

１年以内返済予定長

期借入金 
341 

長期借入金 1,454 

計 3,275 

※３ 消費税等の表示 

 仮払消費税等を仮受消費税等と相殺

の上、流動資産の「その他」に含めて

表示しております。 

※３ 消費税等の表示 

同左 

※３       ────── 

 ４ 保証債務 

次の子会社について、金融機関から

の借入に対し債務保証を行っておりま

す。 

㈱ドコー           111百万円 

㈱ヒューネット・ディスプレイ 

テクノロジー        99百万円 

 ４ 保証債務 

次の子会社について、金融機関から

の借入に対し債務保証を行っておりま

す。 

㈱ドコー            35百万円 

  

 ４ 保証債務 

次の子会社について、金融機関から

の借入に対し債務保証を行っておりま

す。 

㈱ドコー            68百万円 

㈱ヒューネット・ディスプレイ 

テクノロジー        99百万円 

 ５ 受取手形割引高 

  4百万円 

 ６ ────── 

 ５ 受取手形割引高 

  6百万円 

 ６ 取引金融機関と貸出コミットメント契

約を締結しており、当中間会計期間末の

借入未実行残高は次のとおりでありま

す。 

 ５ 受取手形割引高 

 36百万円 

 ６       ────── 

  

  

貸出コミットメ

ントの総額 
4,900百万円

借入実行残高 3,310百万円

差引額 1,590百万円

  

  



（中間損益計算書関係） 

（中間株主資本等変動計算書関係） 

 当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

  
 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加10千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

  

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの 

受取利息   31百万円

匿名組合出資利益 31 

デリバティブ評価益 79 

受取利息   11百万円

匿名組合出資利益 172 

雑収入 65 

受取利息   42百万円

匿名組合出資利益 308 

デリバティブ評価益 85 

※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 117百万円

社債発行費償却 128 

雑損失 55 

支払利息    389百万円

社債発行費償却 119 

雑損失 138 

支払利息      322百万円

社債発行費償却 312 

雑損失 134 

※３．特別利益のうち主要なもの ※３      ────── ※３．特別利益のうち主要なもの 

子会社株式売却益 130百万円      子会社株式売却益    130百万円

※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの 

債権償却額      30百万円

固定資産売却損 5 

債権償却額       6,984百万円

貸倒引当金繰入 1,604 

債権償却額      317百万円

貸倒引当金繰入 201 

※５       ────── ※５．減損損失 ※５       ────── 
 当中間会計期間において、当社は以下の資

産グループについて減損損失を計上いたしま

した。 

当社は、事業用資産については事業を基礎

として事業所単位でグルーピングをしており

ます。 

大阪支店の事業用資産については事業を基

礎として事業所単位でグルーピングをしてお

ります。 

 大阪支店の事業用資産について減損の兆

候を認識し、帳簿価格を回収可能価額まで減

額し、当該減少額を減損損失（10百万円）と

して特別損失に計上いたしました。 

その内訳は、建物10百万円であります。 

なお、資産の回収可能価額は正味売却価額

により測定しており、不動産については路線

価及び固定資産評価額等を基に算出し評価し

ております。 

場所 用途 種類 

大阪支店 
（大阪市北
区） 

大阪支店 
事務所 

建物 

 

 ６．減価償却実施額  ６．減価償却実施額  ６．減価償却実施額 

有形固定資産   10百万円

無形固定資産 161 

有形固定資産     10百万円

無形固定資産 18 

有形固定資産     18百万円

無形固定資産 179 

  
前事業年度末株式数 

（千株） 

当中間会計期間増加 

株式数（千株） 

当中間会計期間減少  

株式数（千株） 

当中間会計期間末株式数

（千株） 

 普通株式 （注） 954 10 － 965 

     合計 954 10 － 965 



（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引 

  イ リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額及び中間期末残高

相当額 

  イ リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額及び中間期末残高

相当額 

  イ リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額及び期末残高相当

額 

 工具器具備品 

取得価額相当額 5 百万円

減価償却累計額

相当額 
3 

中間期末残高相

当額 
1 

 工具器具備品 

取得価額相当額 － 百万円

減価償却累計額

相当額 
－ 

中間期末残高相

当額 
－ 

 工具器具備品 

取得価額相当額 5 百万円

減価償却累計額

相当額 
5 

期末残高相当額 0 

 取得価額相当額は、未経過リース料中間

期末残高が有形固定資産の中間期末残高等

に占める割合が低いため、支払利子込み法

により算定しております。 

 取得価額相当額は、未経過リース料中間期

末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み法により

算定しております。 

 取得価額相当額は、未経過リース料期末残

高が有形固定資産の期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法により算定して

おります。 

  ロ 未経過リース料中間期末残高相当額   ロ 未経過リース料中間期末残高相当額   ロ 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 1 百万円

１年超 － 

合計 1 

１年以内 － 百万円

１年超 － 

合計 － 

１年以内 0 百万円

１年超 － 

合計 0 

 未経過リース料中間期末残高相当額は、

未経過リース料中間期末残高が有形固定資

産の中間期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定しておりま

す。 

 未経過リース料中間期末残高相当額は、未

経過リース料中間期末残高が有形固定資産の

中間期末残高等に占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定しております。 

 未経過リース料期末残高相当額は、未経過

リース料期末残高が有形固定資産の期末残高

等に占める割合が低いため、支払利子込み法

により算定しております。 

  ハ 支払リース料及び減価償却費相当額   ハ 支払リース料及び減価償却費相当額   ハ 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料  1 百万円

減価償却費相当

額 
 1 

支払リース料  0 百万円

減価償却費相当

額 
 0 

支払リース料 2 百万円

減価償却費相当

額 
2 

  ニ 減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。 

  ニ 減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零

とする定額法によっております。 

  ニ 減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零

とする定額法によっております。 



（有価証券関係） 

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

（１株当たり情報） 

（注）１株当たり中間（当期）純利益（△純損失）及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。 

（注）１株当たり純資産額の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１株当たり純資産額       201.39円

１株当たり中間純利益金額 2.62円

潜在株式調整後 

１株当たり中間純利益金額 

 

2.47円

１株当たり純資産額      119.14円

１株当たり中間純損失金額       59.12円

  

  

なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額については、潜在株式は存在するも

のの１株当たり中間純損失であるため記載

しておりません。 

１株当たり純資産額 190.06円

１株当たり当期純利益金額       5.98円

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益金額 

 

   5.16円

 前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１株当たり中間（当期）純利益金額

（△純損失） 
   

中間（当期）純利益(△純損失)  

（百万円） 
302 △11,035 790 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － － 

普通株式に係る中間（当期）純利益

(△純損失)（百万円） 
302 △11,035 790 

期中平均株式数（千株） 115,464 186,655 132,211 

    

潜在株式調整後１株当たり中間  

（当期）純利益金額 
   

中間（当期）純利益調整額（百万円） － ────── － 

普通株式増加数（千株） 7,183 ────── 20,964 

（うち転換社債型新株予約権付社債） (7,183) ────── (20,964) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（当期）純利益

の算定に含めなかった潜在株式の概要 

────── 2009年12月11日満期ユーロ円

建無担保転換社債型新株予約

権付社債（券面総額6,750百万

円）並びに2009年９月30日満

期ユーロ円建無担保転換社債

型新株予約権付社債（券面総

額5,000百万円） 

────── 

 前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度度末 
（平成18年３月31日） 

純資産の部の合計額（百万円） － 23,544 － 

純資産の部の合計額から控除する金額

（百万円） 
－ － － 

普通株式に係る中間期末（期末）の純

資産額（百万円） 
－ 23,544 － 

１株当たり純資産額の算定に用いられ

た中間期末（期末）の普通株式の数

（千株） 

－ 197,615 － 



（重要な後発事象） 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（新株予約権付社債の発行） 

当社は、平成17年11月28日開催の取締役会

において、株式会社ヒューネット・第二回

2009年満期ユーロ円建無担保転換社債型新株

予約権付社債の発行を決議し、平成17年12月

14日に発行いたしました。その概要は次のと

おりであります。 

１．社債発行総額 

6,750,000,000円 

２．各社債の金額 

10,000,000円 

３．利率  

利息を付さない。 

４．発行価額 

額面100円につき金100円。 

５．償還価額 

額面100円につき金100円。 

但し、当社の選択による繰上償還の場合

は額面100円につき103円。 

６．払込期日及び発行日  

2005年12月14日（ロンドン時間） 

７．募集の方法 

第三者割当の方法（海外における私募）

により、全額をＡＩＧ ＦＰ Ｓｔｒｕｃｔ-

uｒｅｄ Ｆｉｎａｎｃｅ(Ｃａｙｍａｎ)Ｌ-

ｉｍｉｔｅｄ に割当てる。 

８．物上担保・保証の有無 

資産はない。 

９．償還期限 

2009年12月11日（ロンドン時間） 

10．本新株予約権の内容 

（1）本社債に付する本新株予約権の数 

675個 

（2）本新株予約権の発行価額 

無償とする。 

（3）本新株予約権の目的である株式の種類

及び数 

本新株予約権の目的である株式の種類

は当社普通株式とし、その行使請求によ

り当社が当社普通株式を新たに発行又は

これに代えて当社の有する当社普通株式

を移転（以下当社普通株式の発行又は移

転を「交付」という。）する数は、行使

請求に係る本社債の発行価額の総額を本

項第(7)号②記載の転換価額（但し、本新

株予約権付社債の発行要項所定の修正又

は調整がなされた場合は修正後又は調整

後の転換価額）で除した数とする。但

し、行使により生じる１株未満の端数は

これを切り捨て、現金による調整は行わ

ない。本新株予約権の行使により単元未

満株式が発生する場合には、商法に定め

る単元未満株式の買取請求権が行使され

たものとして現金により精算する。 

（4）本新株予約権の行使請求期間 

2005年12月15日から2009年12月10日

（東京時間） 

（新株予約権付社債の繰上償還） 

 当社は、2009年満期ユーロ円建無担保転

換社債型新株予約権付社債を下記のとおり繰

上償還いたしました。 

１．繰上償還銘柄 

 株式会社ヒューネット2009年満期ユーロ

円建無担保転換社債型新株予約権付社債 

２．繰上償還の方法 

 全額繰上償還による 

３．繰上償還日 

 平成18年12月5日 

４．繰上償還金額 

 額面100円につき100円 

５．繰上償還の内容 

(1)繰上償還額面総額等 

 償還前残存額面総額  5,000百万円 

 繰上償還額面総額   5,000百万円 

 償還後残存額面総額      0円 

（2）繰上償還の理由 

 当転換社債型新株予約権付社債要領に

おける「９.償還方法及び期限(4)」に基

づく社債権者からの請求により繰上償還

するものであります。 

６．償還のための資金調達の方法 

 借入金及び手元資金による 

（新株予約権の発行） 

当社は、平成18年12月12日開催の当社取締

役会において、株式会社ヒューネット第１回

新株予約権（第三者割当）の発行について決

議し、平成18年12月27日に発行いたしまし

た。その概要は次のとおりであります。 

１．新株予約権の総数  

1,000個 

２．新株予約権の払込金額 

本新株予約権１個あたり金10,000円 

３．新株予約権の払込金額の総額 

金10,000,000円 

４．新株予約権の申込期日 

平成18年12月27日 

５．新株予約権の払込期日 

平成18年12月27日  

６．新株予約権の募集方法 

第三者割当の方法により、新株予約権を

Ｈ投資事業組合及び株式会社東理ホールデ

ィングスに、700個及び300個をそれぞれ割

り当てる。 

７．新株予約権の目的である株式の種類及び

数 

新株予約権の目的である株式の種類は当

社普通株式とし、その行使請求により当社

が当社が普通株式を新たに発行またはこれ

に代えて当社の有する当社普通株式を移転

（以下当社普通株式の発行または移転を

「交付」という。）する数は、行使請求に

係る本新株予約権の数に10,000,000を乗

じ、これを下記８(2)の行使価額（ただし、

下記15および16によって修正または調整さ

れた場合は修正後または調整後の行使価

額）で除して得られる最大整数とする。 

  

当社は、平成18年４月26日開催の取締役会

において当社100%子会社の設立を決議いたし

ました。 

子会社設立の概要は、次のとおりでありま

す。  

１．設立の目的 

大型商業施設およびレジデンシャル等の

不動産投資ファンド運用業務を展開 

２．設立する会社の名称、事業内容、発行済

株式数、資本金 

(1)会社の名称 

株式会社ヒューネット不動産投資顧問 

(2)事業内容 

不動産・信託受益権等の売買、運用お

よび運用助言業務 

(3)発行済株式数 

2,400株 

(4)資本金 

120百万円 

３．設立の時期 

平成18年４月27日 

４．取得する株式の数、取得価額及び取得後

の持分比率 

(1)取得する株式の数 

2,400株 

(2) 取得価額 

120百万円 

(3)取得後の持分比率 

当社100.0% 

 



前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（5）その他の本新株予約権の行使の条件 

当社が本社債を繰上償還する場合又は

当社が本社債につき期限の利益を喪失し

た場合には、償還日又は期限の利益の喪

失日以後本新株予約権を行使することは

できない。当社が本新株予約権付社債の

社債権者の請求により本社債を繰上償還

する場合には、本新株予約権付社債券が

償還請求受付場所に提出された時以降、

本新株予約権を行使することはできな

い。また、各本新株予約権の一部行使は

できないものとする。 

（6）本新株予約権の消却事由及び消却の条

件 

消却事由は定めない。 

（7）本新株予約権の行使に際して払込をな

すべき額 

①本新株予約権１個の行使に際して払込

をなすべき額は、本社債の発行価額と

同額とする。 

②本新株予約権の行使に際して払込をな

すべき1株あたりの額（以下「転換価

額」という。）は、当初、2005年11月

25日終値である168円とする。但し、

かかる金額が2005年12月13日のジャス

ダック証券取引所における当社普通株

式の普通取引の終値（気配値を含む）

を上回る場合は、2005年12月13日の終

値とする。  

（8）転換価額の修正 

本新株予約権付社債の発行後、毎月の

最終取引日（以下「決定日」という。）

の翌取引日以降、転換価額は、決定日ま

で（当日を含む。）の３連続取引日（但

し、「売買高加重平均価格（ＶＷＡ

Ｐ）」のない日は除く。以下「時価算定

期間」という。）のジャスダック証券取

引所（当社普通株式が他の証券取引所に

上場された場合には、当社普通株式の普

通取引の出来高及び値付率等を考慮して

計算代理人が最も適切と判断する取引所

とする。以下同じ。）における当社普通

株式の普通取引の各取引日の売買高加重

平均価格（ＶＷＡＰ）の平均値の90％に

相当する金額（１円未満を切り捨てる。

以下「修正後転換価額」という。）に修

正される。なお、時価算定期間内に、本

項第(9)号で定める転換価額の調整が生じ

た場合には、修正後転換価額は、本新株

予約権付社債の発行要項に従い計算代理

人が適当と判断する値に調整される。但

し、かかる算出の結果、修正後転換価額

が当初転換価額の50％に相当する金額

（以下「下限転換価額」という。但し、

本新株予約権付社債の要項所定の調整を

受ける。）を下回る場合には、修正後転

換価額は下限転換価額とする。 

この場合に１株の100分の１未満の端数（当

社が適用法令に従い当社の取締役会の決議

により株式の分割と同時に単元株式数につ

いての定款の定めを設けた場合において

は、１株未満の端数）を生じたときはこれ

を切り捨て、現金による調整は行わない。

各本新株予約権の目的である株式の総数

（以下「割当株式数」という。）は、当該

株式数を行使請求に係る本新株予約権の数

で除した数とする。 

８．行使時の払込金額 

（1）各本新株予約権の行使に際して払込を

なすべき額は、行使価額（以下に定義

する。）に割当株式数を乗じた額とす

る。 

（2）本新株予約権の行使により当社が当社

普通株式を交付する場合における株式

１株あたりの払込金額（以下「行使価

額」という。）は、払込日の前日の３

連続取引日（ただし、取引日はジャス

ダック証券取引所における当社普通株

式の普通取引に係る終値（気配値を含

む）が算出されない日を含まない。決

定日が取引日でない場合には、払込日

の直前の取引日までの3連続取引日とす

る。以下「時価算定期間」という。）

のジャスダック証券取引所における当

社普通株式の普通取引の毎取引日の終

値の平均値の90％に相当する金額（小

数点第２位未満の端数を生じる場合は

その端数を切り捨てた額とする。）を

当初行使価額とする。（以下「当初行

使価額」という。） 

９．本新株予約権の行使の方法及び行使請求

の効力発生日 

（1）①本新株予約権を行使しようとすると

きは、当社の定める行使請求書（以

下、「行使請求書」という。）に、

その行使に係る新株予約権の数、新

株予約権を行使する日等を記載し

て、これに記名捺印した上、新株予

約権証券を発行している場合には、

当該新株予約権証券を添えて、行使

可能期間中に提出しなければならな

い。 

   ②本新株予約権を行使しようとする場

合、行使請求書の提出に加えて、本

新株予約権の行使に際して出資の目

的とされる金銭の全額を後記払込取

扱場所の当社指定口座に振込むもの

とする。 

   ③行使請求受付場所に対し行使に要す

る書類を提出した者は、その後これ

を撤回することはできない。 

 

 



前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（9）転換価額の調整 

転換価額は、当社が本新株予約権付社

債の発行後、当社普通株式の時価を下回

る発行価額又は処分価額をもって当社普

通株式を新たに発行又は当社の有する当

社普通株式を処分する場合（但し、当社

普通株式に転換される証券もしくは転換

できる証券又は当社普通株式の交付を請

求できる新株予約権（新株予約権付社債

に付されたものを含む。）の転換又は行

使による場合を除く。）には、次に定め

る算式により調整される。尚、次の算式

において、「既発行済株式数」は当社の

発行済普通株式総数（但し、当社が保有

する当社普通株式数を除く。）をいう。 

調整後転換価額＝調整前転換価額×（既

発行株式数＋新発行・処分株式数×1株あ

たりの発行・処分価額÷時価）÷（既発

行株式数＋新発行・処分株式数） 

また、転換価額は、当社普通株式の分

割・併合、当社普通株式の時価を下回る

価額をもって普通株式に転換される証券

もしくは転換できる証券又は当社普通株

式の交付を請求できる新株予約権もしく

は新株予約権付社債を発行する場合等に

も適宜調整される。 

 （2）本新株予約権の行使の効力は、行使に

要する書類の全部（以下、「行使書類

等」という。）が行使請求受付場所に

到着し、かつ当該本新株予約権の行使

に際して出資される金銭の全額が(1)

の②に定める口座に入金された日又は

本新株予約権を行使する日として行使

請求書に記載された日のいずれか遅い

ほうの日に発生する。 

10．新株予約権の行使に際して出資される財

産の価額の総額 

10,010,000,000円 

(注)新株予約権の行使期間内に行使が行わ

れない場合および当社が新株予約権を消却

した場合には、発行価額の総額に新株予約

権の行使に際して払い込むべき金額の合計

額を合算した金額は減少します。 

11．新株予約権の発行価額及びその行使に際

して払込をなすべき額の算定理由 

当社は、所定の条件の下に新株予約権の

理論価値を算出した。また、新株予約権の

発行決議に先立つ当社普通株式の株価、売

買出来高の実績、当社の資産状態、収益状

況、発行済み株式数等の諸事情を総合的に

勘案した。これらを前提に、金10,000円を

新株予約権の1個あたりの発行価額とした。

また、新株予約権の行使価額は、「時価算

定期間」 のジャスダック証券取引所におけ

る当社普通株式の普通取引の毎取引日の終

値の平均値の90％に相当する金額（小数点

第２位未満の端数を生じる場合はその端数

を切り捨てた額とする。）を当初行使価額

とする。 

 

（10）代用払込に関する事項 

商法第341条ノ３第１項第７号及び第８

号により、本新株予約権を行使したとき

は本社債の全額の償還に代えて当該本新

株予約権の行使に際して払込をなすべき

額の全額の払込とする旨の請求があった

ものとみなし、かつ当該請求に基づく払

込があったものとする。 

（11）本新株予約権の行使により株式を発

行する場合の株式の発行価額中資本に組

入れない額 

当該株式の発行価額から資本に組入れ

る額を減じた額とする。資本に組入れる

額とは、当該発行価額に0.5を乗じた金額

とし、計算の結果1円未満の端数が生じる

場合はその端数を切上げた額とする。 

11．資金の使途 

短期借入金の返済として1,750百万円、

その残額を不動産事業におけるファンド

組成の物件等の購入費として充当する。 

12．本新株予約権の行使により株式を発行す

る場合における増加する資本金及び資本

準備金 

本新株予約権の行使により当社株式を発

行する場合において増加する資本金の額

は、会社計算規則第40条第１項の規定に従

い算出される資本金等増加限度額の２分の

１の金額とし（計算の結果１円未満の端数

を生じる場合はその端数を切り上げた額と

する。）、当該資本金等増加限度額から増

加する資本金の額を減じた額を増加する資

本準備金の額とする。 

13．新株予約権の行使期間 

平成18年12月27日から平成19年12月26日

（第17項各号に従って本新株予約権が消却

される場合には、消却される本新株予約権

については、当該消却日の前営業日）まで

とする。 

14．新株予約権の行使の条件 

各本新株予約権の一部行使はできないも

のとする。 

  

 



前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（新株予約権付社債の繰上償還） 

当社は、平成17年12月2日開催の当社取締

役会において、当社発行の2008年9月19日満

期円建転換社債型新株予約権付社債の繰上償

還を決議し、同日償還いたしました。その概

要は次のとおりであります。 

１．繰上償還対象総額（額面） 

750,000,000円 

２．繰上償還期日 

平成17年12月２日  

３．繰上償還金額 

額面100円につき金100円  

４．償還資金 

自己資金及び短期借入金  

５．社債の減少による支払利息の減少見込額 

無し  

15．行使価額の修正 

新株予約権の発行後、毎日（以下「決定

日」という。）、行使価額は、「時価算定

期間」のジャスダック証券取引所における

当社普通株式の普通取引の毎取引日の終値

の平均値の90％に相当する金額（小数点第

２位未満の端数を生じる場合はその端数を

切り捨てた額とする。以下「決定日価額」

という。）に修正（以下、決定日価額に修

正された行使価額を「修正後行使価額」と

いう。）される。なお、時価算定期間内

に、下記16で定める行使価額の調整事由が

生じた場合は、修正後行使価額は、本新株

予約権の発行要領に従い当社が適当と判断

する値に修正される。ただし、修正後行使

価額が21円（以下「下限行使価額」とい

う。）を下回る場合には、修正後行使価額

は下限行使価額とする。 

16．行使価額の調整 

当社は、本新株予約権の発行後、当社が

時価を下回る発行価額または処分価額をも

って当社普通株式を新たに発行し、または

当社の有する当社普通株式を処分する場合

（ただし、当社普通株式に転換できる証券

または当社普通株式の交付を請求できる新

株予約権（新株予約権付社債に付されたも

のを含む。）の行使による場合を除く。）

ならびに株式分割により当社普通株式を発

行する場合、および時価を下回る価額をも

って当社普通株式に転換できる証券または

当社普通株式の交付を請求できる新株予約

権もしくは新株予約権付社債を発行するに

は、次に定める算式により行使価額を調整

する。 

調整後行使価額＝調整前行使価額×（既発

行株式数＋新発行・処分株式数×１株当た

り払込金額÷時価）÷（既発行株式数＋新

発行・処分株式数） 

また、当社は株式の併合の場合等にも適宜

行使価額を変更する。 

17．本新株予約権の消却事由及び消却の条件 

当社に本新株予約権の所有権が移転した

場合には、これを当社取締役会の決議によ

り、無償にて消却することができる。 

18．新株予約権の譲渡制限 

本新株予約権の譲渡は、当社取締役会の

承認を要するものとする。 

19．本新株予約証券の発行 

当社は、本新株予約権の請求あるときに

限り本新株予約権証券を発行する。 

20．行使請求受付場所 

株式会社ヒューネット総務部 

21．払込取扱場所 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行王子支店 

22.上記各項については、証券取引法による

届出の効力発生を条件とする。  

 

 



前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 （重要な契約の締結） 

当社は、平成18年12月12日開催の取締役会

において、今後一層の不動産事業拡大を図る

ため、株式会社東理ホールディングスとの間

で業務提携契約を締結することを決議し、同

日締結いたしました。 

業務提携の内容は、不動産事業に関して、

以下について協力して行うものであります。 

(1)購入不動産の発掘・紹介・仲介 

(2)営業用不動産の販売先の発掘・紹

介・仲介 

(3)不動産開発 

(4)不動産案件についてのファイナンス 

 



(2）【その他】 

該当事項はありません。 



第６【提出会社の参考情報】 

 当中間会計期間の開始日から本半期報告書提出日までの間において、関東財務局長に提出した証券取引法第25条第１項

各号に掲げる書類は、次のとおりであります。 

１．有価証券報告書及びその添付書類                         平成18年６月30日提出 

 事業年度（第60期）（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）     

２．臨時報告書                                   平成18年９月４日提出 

企業内容等の開示に関する内閣布令第19条第１項及び同条第２項第２号（ユーロ円建無担保転換社債型新株予約権

付社債の発行）に基づく臨時報告書であります。 

３．有価証券届出書（第三者割当による新株予約権の発行）及びその添付書類       平成18年12月12日提出 

４．有価証券届出書の訂正届出書                           平成18年12月20日提出 

平成18年12月12日提出の有価証券届出書に係る訂正届出書であります。 

５．有価証券届出書の訂正届出書                           平成18年12月26日提出 

平成18年12月12日提出の有価証券届出書に係る訂正届出書であります。 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独立監査人の中間監査報告書 

  平成17年12月22日  

株式会社ヒューネット    

 取締役会 御中  

 アスカ監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 田中 大丸 印 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 法木 右近 印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社ヒューネットの平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成17年４月１日か

ら平成17年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰

余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営

者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連

結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて

追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準

に準拠して、株式会社ヒューネット及び連結子会社の平成17年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間

連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な

情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

「重要な後発事象」に記載されているとおり、新株予約件付社債の発行及び新株予約件付社債の繰上償還に係る後発事

象が記載されている。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以上 

 （注） 上記は、当社が中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

  平成18年12月28日  

株式会社ヒューネット    

 取締役会 御中  

 アスカ監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 田中 大丸 印 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 法木 右近 印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社ヒューネットの平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成18年４月１日か

ら平成18年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株

主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責

任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連

結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて

追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準

に準拠して、株式会社ヒューネット及び連結子会社の平成18年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間

連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な

情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

 「重要な後発事象」に以下の事項が記載されている。 

 （1）新株予約権付社債の繰上償還に係る後発事象 

 （2）第三者割当による新株予約権の発行に係る後発事象 

 （3）株式会社東理ホールディングスとの業務提携契約に係る後発事象 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以上 

 （注） 上記は、当社が中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

  平成17年12月22日  

株式会社ヒューネット    

 取締役会 御中  

 アスカ監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 田中 大丸 印 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 法木 右近 印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社ヒューネットの平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第60期事業年度の中間会計期間（平成17年４月１日から

平成17年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行っ

た。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明

することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社ヒューネットの平成17年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成17年４月１

日から平成17年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

「重要な後発事象」に記載されているとおり、新株予約件付社債の発行及び新株予約件付社債の繰上償還に係る後発事

象が記載されている。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以上 

 （注） 上記は、当社が中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

  平成18年12月28日  

株式会社ヒューネット    

 取締役会 御中  

 アスカ監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 田中 大丸 印 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 法木 右近 印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社ヒューネットの平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第61期事業年度の中間会計期間（平成18年４月１日から

平成18年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算

書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財

務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社ヒューネットの平成18年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成18年４月１

日から平成18年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

 「重要な後発事象」に以下の事項が記載されている。 

 （1）新株予約権付社債の繰上償還に係る後発事象 

 （2）第三者割当による新株予約権の発行に係る後発事象 

 （3）株式会社東理ホールディングスとの業務提携契約に係る後発事象 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以上 

 （注） 上記は、当社が中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

しております。 
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